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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の始動条件の成立にもとづいて各々が識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を
行って表示結果を導出表示する可変表示部を備え、該可変表示部の表示結果が予め定めら
れた特定表示結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する弾球遊技
機において、
　設定操作手段の操作に基づいて、前記表示結果が特定表示結果となる確率が異なる複数
種類の設定値のうちからいずれかの設定値を設定する設定値設定手段と、
　該設定値設定手段により設定された設定値を示す確率設定情報を含む遊技の制御を行う
ためのデータを記憶する記憶手段と、
　弾球遊技機への電力供給が停止しても前記記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を
行うためのデータを保持する保持手段と、
　弾球遊技機への電力供給が開始されたときに、前記遊技の制御を行うためのデータが電
力供給停止前のデータと一致するか否かの判定を行う記憶内容判定手段と、
　該記憶内容判定手段により前記記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うための
データが電力供給停止前のデータと一致しないと判定された場合に、遊技の進行を停止さ
せる第１遊技進行停止手段と、
　前記可変表示が行われる毎に前記記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うため
のデータのうち前記確率設定情報を読み出し、該読み出した前記確率設定情報の示す前記
設定値が前記設定値設定手段により設定可能な設定値の範囲内である場合に前記読み出し
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た確率設定情報を適正であると判定し、前記設定可能な設定値の範囲内でない場合に前記
読み出した確率設定情報を適正ではないと判定する設定値判定手段と、
　該設定値判定手段により前記読み出した確率設定情報を適正であると判定したときに、
該読み出した確率設定情報の示す設定値に応じた確率で前記表示結果を前記特定表示結果
とするか否か判定する事前判定手段と、
　前記設定値判定手段により前記読み出した確率設定情報を適正ではないと判定された場
合に、遊技の進行を停止させる第２遊技進行停止手段と、
　前記第１遊技進行停止手段により前記遊技の進行を停止させた状態においても前記第２
遊技進行停止手段により前記遊技の進行を停止させた状態においても、前記設定操作手段
の操作に基づいて前記設定値設定手段により前記設定値が新たに設定されたことを条件に
、前記遊技の進行を再開させる遊技進行再開手段と、を備えたことを特徴とする弾球遊技
機。
【請求項２】
　所定の始動条件の成立にもとづいて各々が識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を
行って表示結果を導出表示する可変表示部を備え、該可変表示部の表示結果が予め定めら
れた特定表示結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御し、前記可変
表示部の表示結果が前記特定表示結果のうち予め定められた特別表示結果となったことに
もとづいて前記特定遊技状態の終了後に該特定遊技状態とは異なる通常状態よりも遊技者
にとって有利な特別遊技状態に制御する弾球遊技機であって、
　設定操作手段の操作に基づいて、前記特定表示結果となる場合に前記特別表示結果とな
る確率が異なる複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を設定する設定値設定手段
と、
　該設定値設定手段により設定された設定値を示す特別表示結果確率設定情報を含む遊技
の制御を行うためのデータを記憶する記憶手段と、
　弾球遊技機への電力供給が停止しても前記記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を
行うためのデータを保持する保持手段と、
　弾球遊技機への電力供給が開始されたときに、前記遊技の制御を行うためのデータが電
力供給停止前のデータと一致するか否かの判定を行う記憶内容判定手段と、
　該記憶内容判定手段により前記記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うための
データが電力供給停止前のデータと一致しないと判定された場合に、遊技の進行を停止さ
せる第１遊技進行停止手段と、
　前記可変表示が行われる毎に前記記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うため
のデータのうち前記特別表示結果確率設定情報を読み出し、該読み出した前記特別表示結
果確率設定情報の示す前記設定値が前記設定値設定手段により設定可能な設定値の範囲内
である場合に前記読み出した特別表示結果確率設定情報を適正であると判定し、前記設定
可能な設定値の範囲内でない場合に前記読み出した特別表示結果確率設定情報を適正では
ないと判定する設定値判定手段と、
　該設定値判定手段により前記読み出した特別表示結果確率設定情報を適正であると判定
したときに、前記表示結果を前記特定表示結果とするか否か判定する事前判定手段と、
　該事前判定手段により前記表示結果を前記特定表示結果とする旨の判定がなされたとき
に、前記読み出した特別表示結果確率設定情報の示す設定値に応じた確率で前記表示結果
を前記特定表示結果のうち前記特別表示結果にするか否かを判定する表示結果判定手段と
、
　前記設定値判定手段により前記読み出した特別表示結果確率設定情報を適正ではないと
判定された場合に、遊技の進行を停止させる第２遊技進行停止手段と、
　前記第１遊技進行停止手段により前記遊技の進行を停止させた状態においても前記第２
遊技進行停止手段により前記遊技の進行を停止させた状態においても、前記設定操作手段
の操作に基づいて前記設定値設定手段により前記設定値が新たに設定されたことを条件に
、前記遊技の進行を再開させる遊技進行再開手段と、を備えたことを特徴とする弾球遊技
機。



(3) JP 4859397 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

【請求項３】
　弾球遊技機への電力供給が停止したときに、弾球遊技機への電力供給が停止したことを
所定期間に亘って記憶可能な状態記憶手段と、
　弾球遊技機への電力供給が開始されたときに、弾球遊技機への電力供給が停止したこと
が前記状態記憶手段に記憶されているか否か判定する電源断判定手段と、をさらに備え、
　前記第１遊技進行停止手段は、前記電源断判定手段により弾球遊技機への電力供給が停
止したことが前記状態記憶手段に記憶されていないときにも遊技の進行を停止させること
を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の弾球遊技機。
【請求項４】
　弾球遊技機への電力供給が開始されたときに、前記記憶内容判定手段により前記遊技の
制御を行うためのデータが電力供給停止前のデータと一致するか否かを判定する以前に、
前記設定操作手段が操作されたか否かを判定する操作判定手段をさらに備え、
　前記設定値設定手段は、前記操作判定手段により前記設定操作手段が操作されたと判定
されたことにもとづいて前記設定値を設定するための設定処理を実行することを特徴とす
る請求項１から請求項３のいずれかに記載の弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の始動条件の成立にもとづいて各々が識別可能な複数種類の識別情報の
可変表示を行って表示結果を導出表示する可変表示部を備え、該可変表示部の表示結果が
予め定められた特定表示結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御す
る弾球遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、識別情報を可変表示可能な可変表示部が設けられ、可変表示部における
識別情報の可変表示の表示結果が予め定められた特定の表示結果（特定表示結果）となっ
た場合に遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御可能となるように構成されたものがあ
る。なお、特定遊技状態とは、遊技者に所定の遊技価値が付与された状態を意味する。具
体的には、特定遊技状態は、例えば、遊技者にとって有利な状態となるための権利が発生
した状態、景品遊技媒体払出の条件が成立しやすくなる状態、等の所定の遊技価値が付与
された状態である。
【０００３】
　上記した遊技機では、識別情報の可変表示を開始するときに、当該表示結果を特定表示
結果とするか否かの判定を毎回行う。表示結果を特定表示結果とするか否かの判定は予め
定められた所定の確率で実行されるが、遊技機の電源投入時に複数段階の確率のうちいず
れか１つの確率を確率設定情報として設定し、設定した確率設定情報にもとづいて特定表
示結果とするか否かの判定を行う遊技機が数多く提案されている。このような遊技機では
、ＲＡＭに確率設定情報が格納される。そして、特定表示結果とするか否かの確率が再設
定されるまでは、ＲＡＭに格納された確率設定情報にもとづいて表示結果を特定表示結果
とするか否かの判定を行う。
【０００４】
　このような遊技機において、ノイズ等によりＲＡＭに格納された確率設定情報に異常が
発生していると判断した場合に、自動的にＲＡＭを初期化して、確率設定情報を規定値（
この場合には、設定「３」）に設定するものが提案されている（例えば、特許文献１）。
また、ＲＡＭに格納された確率設定情報に異常が発生していると判断した場合に、不正な
ノイズが検出されたときには、自動的にＲＡＭを初期化して、確率設定情報を規定値（こ
の場合には、設定「１」）に設定するものが提案されている（例えば、特許文献２）。
【特許文献１】特開平６－１１４１４０号公報
【特許文献２】特開２０００－２９６２００号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような遊技機では、ノイズ等によりＲＡＭに格納された確率設定情報に異常が発生
していると判断した場合に、自動的に確率設定情報が規定値に設定されてしまうため、本
来、遊技者が得られるべき利益が損なわれたり、利益が増加したりするおそれがあるとと
もに、遊技者に対する公平性が損なわれるという問題がある。また、設定が規定値に変更
されることを利用して不正が行われるおそれもある。本発明は上記した事情に鑑みなされ
たものであり、その目的とするところは、遊技者の公平性を損なうことなく、異常状態か
ら復旧させることが可能な弾球遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明においては、所定の始動条件の成立（例え
ば、遊技球が始動入賞口１４に入賞）にもとづいて各々が識別可能な複数種類の識別情報
（例えば、特別図柄）の可変表示を行って表示結果を導出表示する可変表示部（例えば、
特別図柄表示器）を備え、該可変表示部の表示結果が予め定められた特定表示結果（例え
ば、大当り図柄）となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば、大当り遊
技状態）に制御する弾球遊技機（例えば、弾球遊技機１）において、設定操作手段（例え
ば、設定スイッチ９０および設定キー９１）の操作に基づいて、前記表示結果が特定表示
結果となる確率（例えば、大当り遊技状態を発生させるか否かを判定する際に用いられる
確率）が異なる複数種類の設定値（例えば、設定１、設定２、設定３などの複数段階）の
うちからいずれかの設定値を設定する設定値設定手段（例えば、遊技制御用マイクロコン
ピュータの機能であって設定変更処理を実行する部分；ステップＳ１１４）と、該設定値
設定手段により設定された設定値を示す確率設定情報（例えば、設定値）含む遊技の制御
を行うためのデータを記憶する記憶手段（例えば、ＲＡＭ５５）と、弾球遊技機への電力
供給が停止しても前記記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うためのデータを保
持する保持手段（例えば、電源基板９１０において作成されるバックアップ電源）と、弾
球遊技機への電力供給が開始されたときに、前記遊技の制御を行うためのデータが電力供
給停止前のデータと一致するか否かの判定を行う記憶内容判定手段（例えば、遊技制御用
マイクロコンピュータの機能であって、ステップＳ１０でパリティチェックを実行する部
分）と、該記憶内容判定手段により前記記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行う
ためのデータが電力供給停止前のデータと一致しないと判定された場合（例えば、ステッ
プＳ１０にてＮＯ）に、遊技の進行を停止させる第１遊技進行停止手段（例えば、遊技制
御用マイクロコンピュータの機能であって、ステップＳ２０ａでバックアップＲＡＭに保
存されるデータが異常であると判定されたときにステップＳ２０ｃで設定スイッチ９０か
らの操作信号が入力されるまで遊技の進行を停止させる部分）と、前記可変表示が行われ
る毎に前記記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うためのデータのうち前記確率
設定情報を読み出し、該読み出した前記確率設定情報の示す前記設定値が前記設定値設定
手段により設定可能な設定値の範囲内である場合に前記読み出した確率設定情報を適正で
あると判定し、前記設定可能な設定値の範囲内でない場合に前記読み出した確率設定情報
を適正ではないと判定する設定値判定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータの
機能であって、大当り判定処理のステップＳ２５２で弾球遊技機１の設定値が「設定１」
～「設定３」のいずれかであるかを確認する部分）と、該設定値判定手段により前記読み
出した確率設定情報を適正であると判定したときに、該読み出した確率設定情報の示す設
定値に応じた確率で前記表示結果を前記特定表示結果とするか否か判定する事前判定手段
（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータの機能であって、大当り判定処理にて大当り
判定用乱数と大当り判定値とが一致するか否かにもとづいて大当り遊技状態を発生させる
か否かを判定する部分）と、前記設定値判定手段により前記読み出した確率設定情報を適
正ではないと判定された場合に、遊技の進行を停止させる第２遊技進行停止手段（例えば
、遊技制御用マイクロコンピュータの機能であって、大当り判定処理のステップＳ２５２
で弾球遊技機の設定値が正常な値でないと判定されたときにステップＳ２５４で設定スイ
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ッチ９０からの操作信号が入力されるまで遊技の進行を停止させる部分）と、前記第１遊
技進行停止手段により前記遊技の進行を停止させた状態においても前記第２遊技進行停止
手段により前記遊技の進行を停止させた状態においても、前記設定操作手段の操作に基づ
いて前記設定値設定手段により前記設定値が新たに設定されたことを条件に、前記遊技の
進行を再開させる遊技進行再開手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータの機能で
あって、設定スイッチ９０が手動操作されたことにもとづいてステップＳ２０ｃで設定ス
イッチ９０からの操作信号が入力されたときに弾球遊技機１の設定値を変更する設定変更
処理を実行した後にステップＳ２１以降の処理を実行可能な状態（エラー状態を解除した
状態）に制御する部分）と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項２の発明においては、所定の始動条件の成立（例えば、遊技球が始動入賞
口１４に入賞）にもとづいて各々が識別可能な複数種類の識別情報（例えば、特別図柄）
の可変表示を行って表示結果を導出表示する可変表示部（例えば、特別図柄表示器）を備
え、該可変表示部の表示結果が予め定められた特定表示結果（例えば、大当り図柄）とな
ったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に制御し、前
記可変表示部の表示結果が前記特定表示結果のうち予め定められた特別表示結果（例えば
、確変図柄）となったことにもとづいて前記特定遊技状態の終了後に該特定遊技状態とは
異なる通常状態（例えば、通常遊技状態）よりも遊技者にとって有利な特別遊技状態（例
えば、時短状態および／または確変状態）に制御する弾球遊技機（例えば、弾球遊技機１
）であって、設定操作手段（例えば、設定スイッチ９０および設定キー９１）の操作に基
づいて、前記特定表示結果となる場合に前記特別表示結果となる確率（例えば、確変大当
りを発生させるか否かを判定する際に用いられる確率）が異なる複数種類の設定値（例え
ば、設定１、設定２、設定３などの複数段階）のうちからいずれかの設定値を設定する設
定値設定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータの機能であって設定変更処理を
実行する部分；ステップＳ１１４）と、該設定値設定手段により設定された設定値を示す
特別表示結果確率設定情報（例えば、設定値）を含む遊技の制御を行うためのデータを記
憶する記憶手段（例えば、ＲＡＭ５５）と、弾球遊技機への電力供給が停止しても前記記
憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うためのデータを保持する保持手段（例えば
、電源基板９１０において作成されるバックアップ電源）と、弾球遊技機への電力供給が
開始されたときに、前記遊技の制御を行うためのデータが電力供給停止前のデータと一致
するか否かの判定を行う記憶内容判定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータの
機能であって、ステップＳ１０でパリティチェックを実行する部分）と、該記憶内容判定
手段により前記記憶手段に記憶されている前記遊技の制御を行うためのデータが電力供給
停止前のデータと一致しないと判定された場合（例えば、ステップＳ１０にてＮＯ）に、
遊技の進行を停止させる第１遊技進行停止手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュー
タの機能であって、ステップＳ２０ａでバックアップＲＡＭに保存されるデータが異常で
あると判定されたときにステップＳ２０ｃで設定スイッチ９０からの操作信号が入力され
るまで遊技の進行を停止させる部分）と、前記可変表示が行われる毎に前記記憶手段に記
憶されている前記遊技の制御を行うためのデータのうち前記特別表示結果確率設定情報を
読み出し、該読み出した前記特別表示結果確率設定情報の示す前記設定値が前記設定値設
定手段により設定可能な設定値の範囲内である場合に前記読み出した特別表示結果確率設
定情報を適正であると判定し、前記設定可能な設定値の範囲内でない場合に前記読み出し
た特別表示結果確率設定情報を適正ではないと判定する設定値判定手段（例えば、遊技制
御用マイクロコンピュータの機能であって、大当り判定処理のステップＳ２５２で弾球遊
技機１の設定値が「設定１」～「設定３」のいずれかであるかを確認する部分）と、該設
定値判定手段により前記読み出した特別表示結果確率設定情報を適正であると判定したと
きに、前記表示結果を前記特定表示結果とするか否か判定する事前判定手段（例えば、遊
技制御用マイクロコンピュータの機能であって、大当り判定処理にて大当り判定用乱数と
大当り判定値とが一致するか否かにもとづいて大当り遊技状態を発生させるか否かを判定
する部分）と、該事前判定手段により前記表示結果を前記特定表示結果とする旨の判定が
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なされたときに、前記読み出した特別表示結果確率設定情報の示す設定値に応じた確率で
前記表示結果を前記特定表示結果のうち前記特別表示結果にするか否かを判定する表示結
果判定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータの機能であって、特別図柄停止図
柄設定処理にて大当り図柄決定用乱数と確変判定値とが一致するか否かにもとづいて確変
図柄とするか否かを判定する部分）と、前記設定値判定手段により前記読み出した特別表
示結果確率設定情報を適正ではないと判定された場合に、遊技の進行を停止させる第２遊
技進行停止手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータの機能であって、大当り判定
処理のステップＳ２５２で弾球遊技機の設定値が正常な値でないと判定されたときにステ
ップＳ２５４で設定スイッチ９０からの操作信号が入力されるまで遊技の進行を停止させ
る部分）と、前記第１遊技進行停止手段により前記遊技の進行を停止させた状態において
も前記第２遊技進行停止手段により前記遊技の進行を停止させた状態においても、前記設
定操作手段の操作に基づいて前記設定値設定手段により前記設定値が新たに設定されたこ
とを条件に、前記遊技の進行を再開させる遊技進行再開手段（例えば、遊技制御用マイク
ロコンピュータの機能であって、設定スイッチ９０が手動操作されたことにもとづいてス
テップＳ２０ｃで設定スイッチ９０からの操作信号が入力されたときに弾球遊技機１の設
定値を変更する設定変更処理を実行した後にステップＳ２１以降の処理を実行可能な状態
（エラー状態を解除した状態）に制御する部分）と、を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項３の発明においては、弾球遊技機への電力供給が停止したときに、弾球遊
技機への電力供給が停止したことを所定期間に亘って記憶可能な状態記憶手段（例えば、
ＲＡＭ５５に記憶される電源断フラグ）と、弾球遊技機への電力供給が開始されたときに
、弾球遊技機への電力供給が停止したことが前記状態記憶手段に記憶されているか否か判
定する電源断判定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータの機能であって、ステ
ップＳ９で電源断フラグがセットされているか否か判定する部分）と、をさらに備え、前
記第１遊技進行停止手段は、前記電源断判定手段により弾球遊技機への電力供給が停止し
たことが前記状態記憶手段に記憶されていないときにも遊技の進行を停止させる（例えば
、ステップＳ９でＹＥＳと判定された後、ステップＳ１０を実行してバックアップデータ
が異常であるか判定する）。
【００１５】
　また、請求項４の発明においては、弾球遊技機への電力供給が開始されたときに、前記
記憶内容判定手段により前記遊技の制御を行うためのデータが電力供給停止前のデータと
一致するか否かを判定する以前に、前記設定操作手段が操作されたか否かを判定する操作
判定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータの機能であって、ステップＳ７で設
定スイッチ９０からの操作信号が入力されているか否か判定する部分）をさらに備え、前
記設定値設定手段は、前記操作判定手段により前記設定操作手段が操作されたと判定され
たことにもとづいて前記設定値を設定するための設定処理を実行する（例えば、ステップ
Ｓ７でＹＥＳとなったときにステップＳ１３で初期設定処理を実行し、初期設定処理にて
設定変更処理を実行する）。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に係る発明においては、第１遊技進行停止手段により遊技の進行を停止させた
状態においても第２遊技進行停止手段により遊技の進行を停止させた状態においても、設
定操作手段の操作に基づいて設定値設定手段により設定値が新たに設定されたことを条件
に遊技の進行を再開させるため、自動的に確率設定情報が変更されることを防止でき、遊
技者の公平を図ることができる。
【００２１】
　また、請求項２に係る発明においては、第１遊技進行停止手段により遊技の進行を停止
させた状態においても第２遊技進行停止手段により遊技の進行を停止させた状態において
も、設定操作手段の操作に基づいて設定値設定手段により設定値が新たに設定されたこと
を条件に遊技の進行を再開させるため、自動的に特別表示結果確率設定情報が変更される
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ことを防止でき、遊技者の公平を図ることができる。
【００２４】
　また、請求項３に係る発明においては、電源断判定手段により弾球遊技機への電力供給
が停止したことが状態記憶手段に記憶されていると判定されたときに記憶手段の記憶内容
が正常であるか否かを判定するため、電力供給が停止したことが記憶されていない場合に
記憶手段の記憶内容が正常であるか否かを判定するという不必要な処理を実行しないよう
にでき、処理負担を軽減できる。
【００２５】
　また、請求項４に係る発明においては、弾球遊技機への電力供給が開始されたときに、
遊技の制御を行うためのデータが電力供給停止前のデータと一致するか否かを判定する以
前に、設定操作手段が操作されたか否かを判定し、設定操作手段が操作されたと判定され
たことにもとづいて設定値を設定するため、遊技の制御を行うためのデータが電力供給停
止前のデータと一致するか否かの判定を行った後に設定値を設定するという不必要な処理
を行うことを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例で
ある弾球遊技機１の全体の構成について説明する。図１は弾球遊技機１を正面からみた正
面図である。なお、ここでは、遊技機の一例として弾球遊技機（パチンコ機）を示すが、
本発明は弾球遊技機に限られず、例えば、画像式の遊技機、コイン遊技機、及び、スロッ
ト機、等であってもよい。
【００２７】
　弾球遊技機１は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開閉可
能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、弾球遊技機１は、遊技枠に開閉可能に
設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。遊技枠は、外枠に対して開閉
自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板（図示せず
）と、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤６を除く）と、を含む構造体
である。
【００２８】
　図１に示すように、弾球遊技機１は、額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。ガラ
ス扉枠２の下部表面には打球供給皿（上皿）３がある。打球供給皿３の下部には、打球供
給皿３に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿４、打球を発射する打球操作ハンド
ル（操作ノブ）５が設けられている。また、ガラス扉枠２の背面には、遊技盤６が着脱可
能に取り付けられている。なお、遊技盤６は、それを構成する板状体と、その板状体に取
り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤６の前面には打ち込まれた
遊技球が流下可能な遊技領域７が形成されている。
【００２９】
　遊技領域７の中央付近には、所定の始動条件の成立（例えば、打球が始動入賞口１４へ
入賞）にもとづいて各々が識別可能な複数種類の識別情報（例えば、特別図柄）の可変表
示を行って表示結果を導出表示する特別図柄表示器１１と、所定の始動条件の成立（例え
ば、打球が始動入賞口１４へ入賞）にもとづいて各々が識別可能な複数種類の識別情報（
例えば、飾り図柄９ａ～９ｃ）の可変表示を行って表示結果を導出表示する表示部９と、
を備えた可変表示装置８が配置される。本実施形態では、可変表示装置８は液晶表示装置
（ＬＣＤ）により構成され、その中央には飾り図柄９ａ～９ｃを可変表示する表示部９が
設けられ、可変表示装置８の左上部に特別図柄を可変表示する特別図柄表示器１１が設け
られている。この表示部９は、例えば、「左」、「中」、「右」の３つの表示領域に識別
情報（例えば、飾り図柄９ａ～９ｃ）が表示制御されるものである。
【００３０】
　なお、本実施形態における弾球遊技機１は、始動入賞発生時（例えば、始動入賞口１４
へ打球が入賞する）に抽出手段（例えば、ＣＰＵ５６の機能であって始動口スイッチ６２



(8) JP 4859397 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

からの検出信号が入力されたときに数値データ（大当り判定用乱数等）を抽出する機能）
によって数値データ更新手段（例えば、ＣＰＵ５６の機能であって数値データ（大当り判
定用乱数、等）を更新（カウントアップ）する機能：ステップＳ２３）から抽出された数
値データ（大当り判定用乱数等）が事前判定手段（例えば、ＣＰＵ５６の機能であって始
動入賞発生時に抽出した大当り判定用乱数が大当り判定値と合致するか否かを判定する部
分）により所定の判定値（大当り判定値）と合致すると判定されたときに、表示部９に特
定表示結果（大当り図柄）を表示した後に遊技者にとって有利な特定遊技状態としての大
当り遊技状態に制御する機能を有する。
【００３１】
　また、特定表示結果（大当り図柄）には、特別表示結果（確変図柄、例えば、確変判定
値と一致する特別図柄）と特別表示結果以外の非特別表示結果（非確変図柄、例えば、確
変判定値と一致しない特別図柄）が含まれ、本実施形態における弾球遊技機１は、後述す
る特別図柄停止図柄設定処理（ステップＳ３０１）で特別図柄表示器１１における表示結
果を特別表示結果（確変図柄）とすることを決定したときに、特別図柄表示器１１にて特
別図柄の可変表示を行って特別図柄の特別表示結果（確変図柄）を表示するとともに、表
示部９にて飾り図柄９ａ～９ｃの可変表示を行って飾り図柄９ａ～９ｃの特別表示結果（
確変図柄）を表示した後、特定遊技状態（大当り遊技状態）に制御し、特定遊技状態（大
当り遊技状態）終了後に、特定遊技状態とは異なる遊技状態であって通常遊技状態より特
定表示結果（大当り図柄）となり易い（大当り遊技状態となる確率が高い）特別遊技状態
としての確変状態に制御することにより遊技者にとってさらに有利な状態に移行制御する
。なお、通常遊技状態とは、確変状態、大当り遊技状態、および後述する時短状態とは異
なる遊技状態のことである。また、奇数図柄を特別図柄の確変図柄とし、偶数図柄を特別
図柄の非確変図柄としてもよく、この場合に、同一の奇数図柄の組み合わせを飾り図柄９
ａ～９ｃの確変図柄とし、同一の奇数図柄の組み合わせを飾り図柄９ａ～９ｃの非確変図
柄としてもよい。
【００３２】
　また、表示部９の上方左右には、始動条件が成立（打球が始動入賞口１４へ入賞）した
ときに抽出手段によって数値データ更新手段（ステップＳ２２）から抽出された数値デー
タ（例えば、大当り判定用乱数等）の抽出順番を特定可能に記憶する始動記憶手段として
の始動記憶バッファ（例えば、主基板３１に搭載されるＲＡＭ５５により抽出手段によっ
て抽出された数値データ（大当り判定用乱数等）を記憶する機能）に記憶された数値デー
タの記憶数（始動記憶数）を特定可能に表示する特図始動記憶表示器１０が設けられてい
る。この特図始動記憶表示器１０は、４つのＬＥＤによって構成され、有効始動入賞（こ
の実施の形態では、始動記憶バッファに記憶される数値データの記憶数が４未満のときの
始動入賞）がある毎にＬＥＤを点灯させ、特別図柄の可変表示が開始される毎に点灯して
いるＬＥＤを１減らす。
【００３３】
　また、この実施の形態では、始動記憶バッファには、抽出手段によって抽出された数値
データ（例えば、大当り判定用乱数等）のうち未だ開始条件（例えば、大当り遊技状態お
よび前回の可変表示の終了）が成立していない数値データが予め定められた上限数として
４個まで記憶される。なお、始動記憶バッファに記憶可能となる数値データの上限数は上
記したものに限らず、例えば、上限数を２０（または０～∞のうち任意の整数）としても
よい。また、所定の変更条件が成立した（例えば、表示結果が特別表示結果となった等）
ことにもとづいて上限値を変更し（例えば、４個から２０個に変更する）、所定の終了条
件が成立した（例えば、表示結果が非特別表示結果となった等）ことにもとづいて上限値
を元に戻す（例えば、２０個から４個に戻す）構成としてもよい。
【００３４】
　また、この実施の形態では、始動記憶バッファに記憶される数値データの記憶数（始動
記憶数）を表示する特図始動記憶表示器１０が表示部９とは別個に設けられているが、表
示部９に始動記憶バッファに記憶される数値データの記憶数（始動記憶数）を表示する特
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別図柄始動記憶表示エリアを設ける構成としてもよい。この場合には、表示部９と特別図
柄始動記憶表示エリアとを区分けして設けることで、飾り図柄９ａ～９ｃの可変表示中も
特別図柄始動記憶表示エリアにて始動記憶バッファに記憶された数値データの記憶数（始
動記憶数）を表示した状態とすることができる。また、始動記憶表示エリアを表示部９の
一部に設けるようにしてもよく、この場合には、可変表示中は始動記憶バッファに記憶さ
れる数値データの記憶数（始動記憶数）の表示を中断するようにすればよい。
【００３５】
　可変表示装置８の下方には、遊技球が入賞可能な始動入賞口１４を有する可変入賞装置
１５が設けられている。始動入賞口１４に入った入賞球は、遊技盤６の背面に導かれ、始
動口スイッチ６２によって検出される。可変入賞装置１５は、ソレノイド７１によって開
状態とされる。始動入賞口１４はソレノイド７１により開状態とされていない状態でも上
方から遊技球を受け入れ可能であるが、ソレノイド７１により可変入賞装置１５が開状態
となることにより、ソレノイド７１により可変入賞装置１５が開状態とされていない状態
よりも遊技球が始動入賞口１４に入賞し易くなり（始動入賞し易くなり）、遊技者にとっ
て有利な状態となる。
【００３６】
　可変入賞装置１５の下方には、表示部９に特定表示結果（大当り図柄）が導出表示され
たことにもとづく特定遊技状態（大当り遊技状態）においてソレノイド７２によって開状
態とされる特別可変入賞装置２０が設けられている。特別可変入賞装置２０は、内部に大
入賞口を備え、大入賞口を開閉する手段である。特別可変入賞装置２０から遊技盤６の背
面に導かれた入賞球のうち、一方（Ｖ入賞領域）に入った入賞球はＶ入賞スイッチ６４で
検出され、もう一方（１０カウント入賞領域）に入った入賞球はカウントスイッチ６３で
検出される。遊技盤６の背面には、大入賞口内の経路を切り換えるためのソレノイド７３
も設けられている。
【００３７】
　特別可変入賞装置２０の右側方には、「○」及び「×」と付された一対のＬＥＤからな
る普通図柄表示器１３が設けられている。この普通図柄表示器１３は、普通図柄と呼ばれ
る複数種類の識別情報（例えば、「○」及び「×」）を可変表示可能なものである。
【００３８】
　ゲート２８を遊技球が通過し、ゲートスイッチ６１で検出されると、普通図柄当り判定
用乱数が抽出されて主基板３１に搭載されるＲＡＭ５５の普通図柄バッファに格納される
。この実施の形態では、ＲＡＭ５５の普通図柄バッファに記憶可能な普通図柄当り判定用
乱数の記憶数の上限は、４個となっている。そして、普通図柄バッファに記憶される普通
図柄当り判定用乱数の記憶数が上限に達していなければ、つまり、普通図柄バッファに記
憶される普通図柄当り判定用乱数の記憶数が４個に達していなければ、普通図柄当り判定
用乱数が抽出される。そして、普通図柄表示器１３において普通図柄の表示状態が変化（
「○」および「×」が交互に点灯）する可変表示を開始できる状態であれば、普通図柄表
示器１３において普通図柄の可変表示が開始される。普通図柄表示器１３において表示状
態が変化する可変表示を開始できる状態でなければ、普通図柄当り判定用乱数を普通図柄
バッファに格納することで普通図柄当り判定用乱数の記憶数が１増加する。
【００３９】
　また、特別可変入賞装置２０の左側方には、普通図柄当り判定用乱数の記憶数を表示す
る所定数（この実施の形態では４つ）のＬＥＤを有する普通図柄始動記憶表示器１９が設
けられている。この普通図柄始動記憶表示器１９は、ゲート２８を遊技球が通過し、ゲー
トスイッチ６１で遊技球が検出される毎に点灯するＬＥＤを１つ増やす。そして、普通図
柄表示器１３にて普通図柄（例えば、「○」及び「×」）の可変表示が開始される毎に点
灯しているＬＥＤを１減らす。なお、飾り図柄９ａ～９ｃと普通図柄とを一つの表示部９
で可変表示するように構成することもできる。その場合には、飾り図柄９ａ～９ｃを可変
表示する飾り図柄表示エリアと、普通図柄を可変表示する普通図柄表示エリアと、は１つ
の表示部９で実現される。
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【００４０】
　この実施の形態では、普通図柄表示器１３にて、○と×の付された上下のランプ（点灯
時に図柄が視認可能になる）が交互に点灯することによって普通図柄の可変表示が行われ
、可変表示は所定時間（例えば、２９．２秒）継続する。そして、可変表示の終了時に○
の付された左側のランプが点灯すれば当りとなる。当りとするか否かは、ゲート２８を遊
技球が通過し、ゲートスイッチ６１で遊技球が検出されたときに抽出された数値データ（
普通図柄当り判定用乱数）の値が所定の普通図柄当り判定値と合致したか否かによって決
定される。普通図柄表示器１３における可変表示の表示結果が当りである場合には、可変
入賞装置１５が所定回数、所定時間だけ開状態になって遊技球が始動入賞口１４に入賞し
やすい状態になる。すなわち、可変入賞装置１５の状態は、普通図柄の停止図柄が当り図
柄である場合に、遊技者にとって不利な状態（閉塞状態）から有利な状態（開成状態）に
変化する。
【００４１】
　更に、特別遊技状態としての確変状態では、特別図柄表示器１１にて可変表示される特
別図柄の停止図柄が当り図柄（特定表示結果：例えば、「７」）になる確率が通常遊技状
態より高められる（例えば通常遊技状態の５倍程度の確率に高められる）とともに、特別
図柄の可変表示時間（変動時間）が通常遊技状態よりも短縮される。更に、普通図柄表示
器１３において、停止図柄が当り図柄になる確率が通常遊技状態よりも高められるととも
に、可変入賞装置１５の開放時間と開放回数とのうちの一方または双方が通常遊技状態よ
りも高められる。これにより遊技者にとって更に有利な状態となる。また、確変状態等の
所定の状態では、普通図柄表示器１３における普通図柄の可変表示時間（変動時間）が通
常遊技状態よりも短縮されることによって、遊技者にとって更に有利になるようにしても
よい。
【００４２】
　なお、特別遊技状態として時短状態に制御することにより、遊技者にとって通常遊技状
態よりも有利な状態とするようにしてもよい。時短状態では、特別図柄表示器１１におい
て特別図柄の変動表示（可変表示）が所定回数（例えば、１００回）実行されるまで、特
別図柄表示器１１の特別図柄および普通図柄表示器１３の普通図柄の可変表示時間（変動
時間）を通常遊技状態よりも短縮させる制御を行う。更に、可変入賞装置１５において、
開放時間と開放回数とのうちの一方または双方が通常遊技状態より高められる。可変入賞
装置１５の開放時間または開放回数が通常遊技状態より高められることにより、始動入賞
口１４への始動入賞が起こりやすくなり、所定期間内での特別図柄表示器１１における特
別図柄の可変表示回数が増加して特別図柄が当り図柄となる確率が通常遊技状態より高ま
るため、遊技者にとって更に有利な状態となる。
【００４３】
　また、特別表示結果が導出表示されたことにもとづく大当り遊技状態終了後に上述した
確変状態への制御を開始させる一方、非特別表示結果が導出表示されたことにもとづく大
当り遊技状態終了後には時短状態への制御を開始させるように構成してもよい。また、特
別表示結果が導出表示されたことにもとづく大当り遊技状態終了後に確変状態への制御を
開始させるが、確変状態の終了契機としては、所定回数の可変表示が終了したこと、確変
状態を終了させるか否かの判定を行い、確変状態を終了させる旨の判定がなされたこと、
非特別表示結果が導出表示されたことにもとづく大当り遊技状態を発生させたこと、のう
ち１つ乃至任意の組み合わせとすればよく、確変状態を終了させた後、時短状態に制御す
るようにしてもよい。また、時短状態の終了契機としては、大当り遊技状態終了後からの
可変表示の実行回数が所定回数に達したこと、時短状態を終了させるか否かの判定を行い
、時短状態を終了させる旨の判定がなされたこと、のうち一方または双方とすればよい。
【００４４】
　また、特別遊技状態は上記したものに限らず、遊技者に有利となる遊技制御を特別遊技
状態とすればよい。すなわち、特別図柄乃至普通図柄に対しての時間短縮（時短）制御ま
たは確率変動（確変）制御、電役（例えば、可変入賞装置１５）の開放期間の延長制御、
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特別図柄乃至普通図柄に対しての始動通過領域の増設制御（例えば、遊技盤６に設置され
る入賞口（図示しない）を特別図柄の始動入賞口として設定変更する制御）、賞球数の増
加制御（例えば、入賞に伴う賞球を通常遊技状態時の１３個から１５個に増加する制御）
、あるいは所定領域への通過率向上制御（例えば、始動入賞口１４の上流側に打玉規制装
置を設け、該打玉規制装置の作動により始動入賞率を向上する制御）を特別遊技状態とす
ることができ、さらには始動入賞にもとづいて可変表示される図柄の停止図柄が所定の図
柄の組合せになると開放する所定の電動役物への入賞があると所定の権利が発生または継
続する弾球遊技機に本発明を適用した場合には、特定領域への入賞率向上制御を特別遊技
状態としてもよい。
【００４５】
　なお、表示部９は、７セグメントＬＥＤにより構成されて比較的単調な特別図柄表示器
１１の可変表示内容を、より演出効果を高めて遊技者に表示するための手段であり、特別
図柄表示器１１における特別図柄の表示結果と表示部９における飾り図柄９ａ～９ｃの表
示結果とは対応している。例えば、特別図柄表示器１１における特別図柄の表示結果が特
定表示結果となる場合には、表示部９における飾り図柄９ａ～９ｃの表示結果も特定表示
結果を示す表示結果となる。また、特別図柄表示器１１における特別図柄の表示結果が特
定表示結果とは異なる非特定表示結果（はずれ図柄）となる場合には、表示部９における
飾り図柄９ａ～９ｃの表示結果も非特定表示結果を示す表示結果となる。さらに、特別図
柄表示器１１における特別図柄の表示結果が特定表示結果のうち特別表示結果となる場合
には、表示部９における飾り図柄９ａ～９ｃの表示結果も特別表示結果を示す表示結果と
なり、特別図柄表示器１１における特別図柄の表示結果が特定表示結果のうち特別表示結
果とは異なる非特別表示結果となる場合には、表示部９における飾り図柄９ａ～９ｃの表
示結果も非特別表示結果を示す表示結果となる。このように、特別図柄表示器１１におけ
る特別図柄の表示結果と表示部９における飾り図柄９ａ～９ｃの表示結果とは対応してい
るが、特別図柄表示器１１における表示結果に対応した飾り図柄９ａ～９ｃの表示結果と
して特定表示結果とは異なり、飾り図柄９ａ～９ｃの予め定められた組み合わせを表示す
るようにしてもよい。例えば、特別図柄表示器１１に予め定められた特定表示結果を表示
する場合に、表示部９に飾り図柄９ａ～９ｃの予め定められた組み合わせとして「１３５
」を表示するようにしてもよい。この場合には、大当り遊技状態が発生したことを遊技者
に把握させないようにすることができる。
【００４６】
　遊技盤６の遊技領域７の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾ランプ２５が設け
られ、下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口２６がある。また、遊技領
域７の外側の左右上部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声する２つのスピー
カ２７が設けられている。遊技領域７の外周上部、外周左部および外周右部には、前面枠
に設けられた天枠ランプ４０、左枠ランプ４１および右枠ランプ４２が設けられている。
また、左枠ランプ４１の近傍には賞球残数があるときに点灯する賞球ランプ５１が、右枠
ランプ４２の近傍には補給球が切れたときに点灯する球切れランプ５２が、設けられてい
る。
【００４７】
　さらに、現金、所定金額を記憶する記録媒体としてのプリペイドカード、所定金額を記
憶する記録媒体としてのＩＣカード等を受け付けて、遊技球の貸し出しを可能にする球貸
ユニット５０が、弾球遊技機１に隣接して設置される。球貸ユニット５０には、遊技球の
貸し出しが可能な状態であるか否かを示す使用可表示ランプ１５１、球貸ユニット５０が
いずれの側の弾球遊技機１に対応しているのかを示す連結台方向表示器１５３、球貸ユニ
ット５０が受付けた現金の残額、プリペイドカードの残額、ＩＣカードの残額、が０でな
いことを示す投入表示ランプ１５４、現金、プリペイドカード、ＩＣカード等が挿入され
る挿入口１５５、および挿入口１５５の裏面に設けられ、現金を識別、プリペイドカード
に記憶される情報を識別、ＩＣカードに記憶される情報を識別、するリーダライタの機構
を点検する場合に球貸ユニット５０を解放するための球貸ユニット錠１５６が設けられて
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いる。
【００４８】
　次に、リーチ表示態様（リーチ）について説明する。本実施形態におけるリーチ表示態
様（リーチ）とは、停止した図柄が大当り図柄の一部を構成しているときに未だ停止して
いない図柄については可変表示（変動表示）が行われていること、および全てまたは一部
の図柄が大当り図柄の全てまたは一部を構成しながら同期して変動表示している状態であ
る。本実施形態の特別図柄表示器１１は、１つの領域で特別図柄を可変表示するため、リ
ーチ表示態様とはならない。そのため、この実施の形態でリーチ表示態様という場合には
、表示部９における飾り図柄９ａ～９ｃのことを指している。なお、特別図柄表示器１１
にて複数の領域のぞれぞれで特別図柄を可変表示する場合には、特別図柄表示器１１にお
いてもリーチ表示態様とするようにしてもよい。
【００４９】
　本実施形態では、表示部９に予め定められた図柄が停止することで当りとなる有効ライ
ンが定められ、その有効ライン上の一部の表示領域に予め定められた図柄が停止している
ときに未だ停止していない有効ライン上の表示領域において変動表示が行われている状態
（例えば、表示部９における左、中、右の表示領域のうち左、右の表示領域には大当り図
柄の一部となる（例えば、「７」）が停止表示されている状態で右の表示領域は未だ変動
表示が行われている状態）、および有効ライン上の表示領域の全てまたは一部の図柄が大
当り図柄の全てまたは一部を構成しながら同期して変動表示している状態（例えば、表示
部９における左、中、右の表示領域の全てに変動表示が行われており、常に同一の図柄が
揃っている状態で変動表示が行われている状態）をリーチ表示態様またはリーチという。
また、リーチの際に、通常と異なる演出がランプや音で行われることがある。この演出を
リーチ演出という。また、リーチの際に、キャラクタ（人物等を模した演出表示であり、
図柄（飾り図柄等）とは異なるもの）を表示させたり、表示部９の背景の表示態様（例え
ば、色等）を変化させたりすることがある。このキャラクタの表示や背景の表示態様の変
化をリーチ演出表示という。
【００５０】
　また、図示しないが弾球遊技機１には打球操作ハンドル５を操作することにより駆動モ
ータを駆動し、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域７に発射する打球発射装
置４５が設けられている。打球発射装置４５から発射された遊技球は、遊技盤６に遊技領
域７を囲むように円形状に載設された打球レールを通って遊技領域７に入り、その後、遊
技領域７を下りてくる。打球が始動入賞口１４に入り始動口スイッチ６２で検出されると
、特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、大当り遊技終了または前回の
可変表示の終了）、特別図柄表示器１１にて特別図柄の可変表示を開始するとともに、表
示部９にて飾り図柄９ａ～９ｃの可変表示（変動表示）を開始する。特別図柄の可変表示
を開始できる状態でなければ、始動記憶バッファに記憶される数値データ（例えば、大当
り判定用乱数等）の記憶数を１増やし、特図始動記憶表示器１０の点灯するＬＥＤを１つ
増やす。
【００５１】
　特別図柄表示器１１における特別図柄の可変表示は、一定時間が経過したときに停止し
、特別図柄の可変表示を停止するときには表示部９における飾り図柄９ａ～９ｃの可変表
示も停止する。停止時の特別図柄が大当り図柄（特定表示結果）となると、大当り遊技状
態に移行する。すなわち、一定時間経過するまで、または、所定個数（例えば、１０個）
の打球が大入賞口に入賞するまで特別可変入賞装置２０によって大入賞口が開放される。
なお、特別可変入賞装置２０によって大入賞口が開閉されてから一定期間経過するまで、
または、所定個数（例えば、１０個）の打球が大入賞口に入賞するまで、が大当り遊技状
態における１ラウンドである。そして、特別可変入賞装置２０による大入賞口の開放中に
打球が大入賞口内のＶ入賞領域に入賞し、Ｖ入賞スイッチ６４で検出されると、継続権が
発生し特別可変入賞装置２０により大入賞口の開放が再度行われる。継続権の発生は、所
定回数（例えば、１５ラウンド）許容される。
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【００５２】
　特別図柄表示器１１における特別図柄の変動停止時の停止図柄が確率変動を伴う（大当
り遊技状態終了後に確変状態に制御することを示す）大当り図柄（特別表示結果：確変図
柄）である場合には、大当り遊技状態に制御され、大当り遊技状態終了後に、次に当りと
なる確率が通常遊技状態よりも高い確変状態に制御される。確変状態では、遊技者にとっ
て更に有利な状態となる。
【００５３】
　なお、本発明に係る特定遊技状態は、上記に限らず以下に示す１～５の制御のうちいず
れか１つの制御または組合せた制御を実行する状態であればよい。
１．打球の入賞を容易にする第１の状態と、打球が入賞できないまたは入賞し難い第２の
状態と、に変化可能な可変入賞装置に対して所定時間連続的または間欠的に第１の状態に
する制御
２．特定の入賞または通過領域での打球の検出を介在させ、打球の入賞を容易にする第１
の状態と、打球が入賞できないまたは入賞し難い第２の状態と、に変化可能な可変入賞装
置に対して所定時間連続的または間欠的に第１の状態にする制御
３．打球の入賞に関わらず所定数の景品球を直接排出する制御
４．有価価値を有する記憶媒体（カードやレシート等）に対して有価数を加算する制御
５．得点があることにもとづいて遊技可能な弾球遊技機に対して得点を付与する制御
　次に、弾球遊技機１の裏面の構造について図２を参照して説明する。図２は、弾球遊技
機１を裏面から見た背面図である。
【００５４】
　図２に示すように、弾球遊技機１の裏面側では、表示部９を制御する表示制御用マイク
ロコンピュータが搭載された表示制御基板８０を含む可変表示制御ユニット４９、遊技制
御用マイクロコンピュータ等が搭載された遊技制御基板（主基板）３１が設置されている
。また、球払出制御を行う払出制御用マイクロコンピュータ等が搭載された払出制御基板
３７が設置されている。なお、表示制御用マイクロコンピュータは、遊技盤６に設けられ
ている表示部９、各種装飾ＬＥＤ、装飾ランプ２５、枠側に設けられている天枠ランプ４
０、左枠ランプ４１および右枠ランプ４２を点灯制御するとともに、スピーカ２７からの
音発生を制御する。
【００５５】
　表示制御用マイクロコンピュータは、表示制御基板８０に搭載されている１つのマイク
ロコンピュータで実現されるが、遊技盤６に設けられている各種装飾ＬＥＤ、装飾ランプ
２５、枠側に設けられている天枠ランプ４０、左枠ランプ４１および右枠ランプ４２を駆
動するための駆動回路は、表示制御基板８０と電気的に接続されているランプドライバ基
板３５に搭載されている。また、スピーカ２７を駆動する駆動回路等は、表示制御基板８
０と電気的に接続されている音声出力基板７０に搭載されている。
【００５６】
　さらに、ＤＣ３０Ｖ、ＤＣ２１Ｖ、ＤＣ１２ＶおよびＤＣ５Ｖを作成する電源回路が搭
載された電源基板９１０やタッチセンサ基板９１が設けられている。電源基板９１０は、
大部分が主基板３１と重なっているが、主基板３１に重なることなく外部から視認可能に
露出した露出部分がある。この露出部分には、弾球遊技機１における主基板３１および各
電気部品制御基板（表示制御基板８０および払出制御基板３７）や弾球遊技機１に設けら
れている各電気部品への電力供給を実行あるいは遮断するための電力供給許可手段として
の電源スイッチと、主基板３１および払出制御基板３７に含まれる記憶内容保持手段（例
えば、電力供給停止時にもその内容を保持可能なバックアップＲＡＭ）に記憶されたバッ
クアップデータをクリアするための操作手段としてのクリアスイッチ６５とが設けられて
いる。さらに、露出部分における電源スイッチの内側（基板内部側）には、交換可能なヒ
ューズが設けられている。
【００５７】
　なお、電気部品制御基板には、電気部品制御用マイクロコンピュータを含む電気部品制



(14) JP 4859397 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

御手段が搭載されている。電気部品制御手段は、遊技制御手段からの指令信号（制御信号
）に従って弾球遊技機１に設けられている電気部品（遊技用装置：球払出装置９７、表示
部９、ランプやＬＥＤなどの発光体等）を制御する。以下、主基板３１を電気部品制御基
板に含めて説明を行うことがある。その場合には、電気部品制御基板に搭載される電気部
品制御手段は、遊技制御手段と、遊技制御手段からの指令信号に従って弾球遊技機１に設
けられている電気部品を制御する手段とのそれぞれを指す。また、主基板３１以外のマイ
クロコンピュータが搭載された基板をサブ基板ということがある。
【００５８】
　弾球遊技機１の裏面において、上方には、各種情報を弾球遊技機１の外部に出力するた
めの各端子を備えたターミナル基板１６０が設置されている。ターミナル基板１６０には
、少なくとも、球切れ検出スイッチ１６７の出力を導入して外部出力するための球切れ用
端子、賞球情報（賞球個数信号）を外部出力するための賞球用端子および球貸し情報（球
貸し個数信号）を外部出力するための球貸し用端子が設けられている。また、中央付近に
は、主基板３１からの各種情報を弾球遊技機１の外部に出力するための各端子を備えた情
報端子基板（情報出力基板）３４が設置されている。
【００５９】
　貯留タンク３８に貯留された遊技球は誘導レール３９を通り、カーブ樋を経て払出ケー
ス４０Ａで覆われた球払出装置に至る。球払出装置の上部には、遊技媒体切れ検出手段と
しての球切れスイッチ１８７が設けられている。球切れスイッチ１８７が球切れを検出す
ると、球払出装置の払出動作が停止する。球切れスイッチ１８７は遊技球通路内の遊技球
の有無を検出するスイッチであるが、貯留タンク３８内の補給球の不足を検出する球切れ
検出スイッチ１６７も誘導レール３９における上流部分（貯留タンク３８に近接する部分
）に設けられている。球切れ検出スイッチ１６７が遊技球の不足を検知すると、弾球遊技
機１が複数設置される遊技機設置島に設けられている補給機構から弾球遊技機１に対して
遊技球の補給が行われる。
【００６０】
　入賞にもとづく景品としての遊技球や球貸し要求にもとづく遊技球が多数払い出されて
打球供給皿３が満杯になると、遊技球は、余剰球通路を経て余剰球受皿４に導かれる。さ
らに遊技球が払い出されると、感知レバー（図示せず）が貯留状態検出手段としての満タ
ンスイッチ（図示せず）を押圧して、貯留状態検出手段としての満タンスイッチがオンす
る。その状態では、球払出装置内の払出モータの回転が停止して球払出装置の動作が停止
するとともに打球発射装置４５の駆動も停止する。
【００６１】
　また、この実施の形態の弾球遊技機１は、遊技において遊技者の有利不利に関わる確率
を示す複数の設定値のうちいずれか１つの設定値が設定され、以後、設定された設定値に
もとづいて弾球遊技機１における遊技の進行を制御する。なお、遊技者の有利不利に関わ
る確率とは、例えば、上述した大当り遊技状態を発生させるか否かを判定する際に用いら
れる確率、上述した確変状態および／または時短状態に制御するか否かを判定する際に用
いられる確率、確変状態および／または時短状態に制御するときに確変状態にて実行可能
な特別図柄の可変表示回数（確変回数）および／または時短状態にて実行可能な特別図柄
の可変表示回数（時短回数）を決定する際に用いられる確率、確変状態および／または時
短状態を終了させるか否かを判定する際に用いられる確率、普通図柄表示器１３にて当り
とするか否かを判定する際に用いられる確率、後述する変動パターンを決定する際に用い
られる確率、等のうち１つとしてもよいし、全部または任意の組み合わせとしてもよい。
　弾球遊技機１の裏面に設けられた主基板３１には、遊技者の有利不利に関わる確率の設
定値を変更設定可能な設定スイッチ９０が設けられている。設定スイッチ９０は、設定キ
ー９１を差し込むことにより操作可能となる。なお、この実施の形態では、筐体形状の主
基板ボックス内に主基板３１が設置され、外部から直接主基板３１に触れることができな
い。また、主基板ボックスの一部は、設定スイッチ９０の外周に合致するよう刳り貫かれ
、その刳貫部に設定スイッチ９０が設置される。図３に設定スイッチ９０および設定キー
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９１の一例を示す。
【００６２】
　図３に示すように、設定スイッチ９０は、「ＯＦＦ」、「ＯＮ」、「＋１」が付されて
おり、設定キー９１を差し込んでいない状態では、「ＯＦＦ」の位置で保持されている。
設定スイッチ９０に設定キー９１を差し込んで右に回し、「ＯＮ」の位置に回動すると、
再び「ＯＦＦ」の位置に回動するまで主基板３１に操作信号を出力した状態となる。主基
板３１に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータは、所定条件下で設定スイッチ９０
からの操作信号が入力されたことにもとづいて弾球遊技機１における遊技者の有利不利に
関わる確率の設定値を変更設定可能な状態となる。設定スイッチ９０が「ＯＮ」の位置に
ある状態でさらに設定キー９１を右に回し、「＋１」の位置に回動させると、主基板３１
に設定変更信号を出力する。主基板３１に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータは
、設定変更信号が入力されたことにもとづいて確率の設定値を変更する処理を実行する。
【００６３】
　なお、この実施の形態では、遊技者の有利不利に関わる確率の設定値として「設定１」
、「設定２」、「設定３」の３段階の設定値が予め設けられている。そして、設定スイッ
チ９０によりいずれかの設定値に設定される。また、設定スイッチ９０を「ＯＮ」とした
ときには初期設定として「設定１」の設定値に設定される。しかして、設定スイッチ９０
を「ＯＮ」に回動し、設定キー９０を１回だけ「＋１」の位置に回動した後、設定キー９
１を左に回して再び「ＯＮ」の位置に回動すると「設定２」の設定値に切り換えられる。
弾球遊技機１の確率を「設定２」の設定値に設定する場合にはそのまま設定キー９１を左
に回して「ＯＦＦ」の位置に回動し、操作キー９１を抜けばよい。
【００６４】
　一方、弾球遊技機１の確率を「設定３」の設定値に設定する場合には、「設定２」の状
態に切り換えた後、「ＯＦＦ」の位置に回動せずに再び設定キー９１を右に回して「＋１
」の位置に回動し、続けて設定キー９１を左に回して「ＯＮ」の位置に回動することによ
り「設定３」の設定値に切り換えられ、そのまま設定キー９１を左に回して「ＯＦＦ」の
位置に回動することにより「設定３」の設定値に設定される。なお、「設定３」の状態に
切り換えた後、再び設定キー９１を右に回して「＋１」の位置に回動し、次いで設定キー
９１を左に回して「ＯＮ」の位置に回動することにより「設定１」の設定値に切り換えら
れる。このように、設定スイッチ９０に設定キー９１を差し込んで操作することにより、
弾球遊技機１の設定値がカウントアップ形式（「設定１」から「設定３」に順次切り換え
ること）で切り換えられ、最大値（この場合には、「設定３」）に達したときに最小値（
この場合には、「設定１」）に切り換えられるため、誤った設定値に切り換えた場合であ
っても所望の設定値に変更設定することができる。
【００６５】
　なお、この実施の形態では、設定スイッチ９０によりカウントアップ形式で弾球遊技機
１の設定値を切り換えるが、これに限られるものではない。例えば、初期設定として「設
定３」の設定値に設定し、カウントダウン形式（「設定３」から「設定１」に順次切り換
えること）で設定値を切り換えるようにしてもよい。この場合にも、「設定１」の設定値
に切り換えた後、「ＯＦＦ」の位置に回動せずにカウントダウンした場合には、「設定３
」の設定値に切り換えるようにしてもよい。また、現在の設定値（「設定１」～「設定３
」のいずれであるか）を表示する表示器を設け、設定スイッチ９０の操作に応じて設定値
を表示するようにしてもよい。このように構成することにより、表示器を視認することで
弾球遊技機１の設定値を把握でき、所望の設定値に確実に設定することが可能となる。
【００６６】
　図４は、主基板３１における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図４には
、払出制御基板３７および表示制御基板８０等も示されている。主基板３１には、プログ
ラムに従って弾球遊技機１を制御する基本回路（遊技制御用マイクロコンピュータ）５３
が搭載されている。基本回路５３は、ゲーム制御用のプログラム等を記憶するＲＯＭ５４
、ワークメモリとして使用される記憶手段としてのＲＡＭ５５、プログラムに従って遊技
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の進行を制御するＣＰＵ５６、及び表示制御基板８０等に制御信号を送信するＩ／Ｏポー
ト部５７を含む。この実施の形態では、ＲＯＭ５４，ＲＡＭ５５はＣＰＵ５６に内蔵され
ている。すなわち、ＣＰＵ５６は、１チップマイクロコンピュータである。なお、ＣＰＵ
５６はＲＯＭ５４に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、ＣＰ
Ｕ５６が実行する（または、処理を行う）ということは、具体的には、ＣＰＵ５６がプロ
グラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板３１以外の他の基板に搭
載されているＣＰＵについても同様である。また、この実施の形態で用いられる遊技制御
用マイクロコンピュータとは、主基板３１に搭載されるＣＰＵ５６、ＲＯＭ５４、ＲＡＭ
５５、Ｉ／Ｏポート部５７、等の周辺回路（基本回路５３）のことである。
【００６７】
　なお、ＲＡＭ５５は、その一部または全部が電源基板９１０において作成されるバック
アップ電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップＲＡ
Ｍである。すなわち、弾球遊技機１に対する電力供給が停止しても、所定期間（バックア
ップ電源が電力供給不能になるまで）は、ＲＡＭ５５の一部または全部の内容は保存され
る。少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御用マイクロコンピュータの制御状態に応じた
データ（特別図柄プロセスフラグ、状態データ、遊技者の有利不利に関わる確率の設定、
等）は、バックアップＲＡＭに保存される。遊技制御用マイクロコンピュータの制御状態
に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて制御
状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。
【００６８】
　また、ゲートスイッチ６１、始動口スイッチ６２、カウントスイッチ６３、Ｖ入賞スイ
ッチ６４、クリアスイッチ６５、余剰球受皿４がいっぱいになったときに検出する満タン
スイッチ（図示しない）、カウントスイッチ短絡信号（図示しない）、設定スイッチ９０
、からの信号を基本回路５３に与えるスイッチ回路３２、可変入賞装置１５を開閉するソ
レノイド７１、特別可変入賞装置２０を開閉するソレノイド７２、大入賞口内に設けられ
たシーソーを可動するソレノイド７３、等を基本回路５３からの指令に従って駆動するソ
レノイド回路３３、電源投入時に基本回路５３をリセットするためのシステムリセット回
路（図示しない）、基本回路５３から与えられるデータに従って、大当り遊技状態の発生
を示す大当り情報、等の情報出力信号をホールコンピュータ等の外部装置に対して出力す
る情報出力回路３４、も主基板３１に搭載されている。
【００６９】
　なお、ゲートスイッチ６１、始動口スイッチ６２、カウントスイッチ６３、Ｖ入賞スイ
ッチ６４等のスイッチは、センサと称されるものでもよい。すなわち、遊技球を検出でき
る遊技媒体検出手段（この例では、遊技球検出手段）であれば、その名称を問わない。入
賞検出を行う始動口スイッチ６２、Ｖ入賞スイッチ６４、カウントスイッチ６３、の各ス
イッチは、入賞検出手段でもある。なお、入賞検出手段は、複数の入賞口に別個に入賞し
たそれぞれの遊技球をまとめて検出するものであってもよい。また、ゲートスイッチ６３
のような通過ゲートであっても、賞球の払い出しが行われるものであれば、通過ゲートへ
遊技球が進入することが入賞になり、通過ゲートに設けられているスイッチ（例えば、ゲ
ートスイッチ６１）が入賞検出手段になる。さらに、この実施の形態では、Ｖ入賞領域に
入賞した遊技球は対応するＶ入賞スイッチ６４のみで検出されるので、大入賞口に入賞し
た遊技球数はＶ入賞スイッチ６４による検出数とカウントスイッチ６３による検出数との
和になる。しかし、Ｖ入賞領域に入賞した遊技球がＶ入賞スイッチ６４で検出されるとと
もにカウントスイッチ６３でも検出されるようにしてもよい。その場合には、大入賞口に
入賞した遊技球数は、カウントスイッチによる検出数に相当する。
【００７０】
　主基板３１に設けられた遊技制御用マイクロコンピュータ（ＣＰＵ５６及びＲＯＭ５４
，ＲＡＭ５５等の周辺回路）は、現金、プリペイドカード、ＩＣカード等が挿入されるこ
とによって球貸しを可能にする球貸ユニット５０、遊技盤６に設けられた複数の入賞口に
て遊技球の入賞を検出したことにより賞球払い出しを行う球払出装置４４、を制御する払
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出制御基板３７に払出制御信号を送信する。また、遊技制御用マイクロコンピュータは、
打球操作ハンドル５を操作することにより打球発射装置４５を駆動制御して遊技球を遊技
領域７に向けて発射制御する発射制御基板３６に発射制御信号を送信する。
【００７１】
　また、主基板３１に設けられた遊技制御用マイクロコンピュータは、特図始動記憶表示
器１０、普図始動記憶表示器１９の表示を制御するとともに、特別図柄表示器１１に駆動
信号を出力して特別図柄の可変表示制御、普通図柄表示器１３に駆動信号を出力して普通
図柄の可変表示制御、を実行する。
【００７２】
　さらに、遊技制御用マイクロコンピュータは表示制御基板８０に演出制御コマンド（演
出制御信号）を送信する。演出制御コマンドを受信することにより表示制御基板８０に設
けられた表示制御用マイクロコンピュータ（表示制御用ＣＰＵ（図示しない）、ＲＡＭ（
図示しない）、ＲＯＭ（図示しない）、Ｉ／Ｏポート部（図示しない）、等の周辺回路）
は、表示部９の表示制御を行う。
【００７３】
　表示制御用ＣＰＵは、ＲＯＭに格納されたプログラムに従って動作し、主基板３１から
演出制御コマンドを受信すると、受信した演出制御コマンドに従って表示部９の表示制御
を行う。具体的には、画像表示を行う表示制御機能及び高速描画機能を有するＶＤＰ（図
示しない）により可変表示部の表示制御を行う。表示制御用ＣＰＵは、受信した演出制御
コマンドに従ってキャラクタＲＯＭ（図示しない）から必要なデータを読み出す。キャラ
クタＲＯＭは、表示部９に表示される画像の中でも使用頻度の高いキャラクタ画像データ
、具体的には、人物、怪物、文字、図形または記号等を予め格納しておくためのものであ
る。
【００７４】
　そして、表示制御用ＣＰＵはキャラクタＲＯＭから読み出したデータをＶＤＰに出力す
る。ＶＤＰは表示制御用ＣＰＵからデータが入力されたことにもとづいて動作する。この
実施の形態では、表示部９の表示制御を行うＶＤＰ（図示しない）が表示制御基板８０に
搭載されている。また、ＶＤＰは、表示制御用ＣＰＵとは独立した二次元のアドレス空間
を持ち、そこにＶＲＡＭ（図示しない）をマッピングしている。
【００７５】
　ＶＤＰはキャラクタ画像データに従って表示部９に表示するための画像データを生成し
、ＶＤＰはＶＲＡＭに展開する。ＶＲＡＭはＶＤＰによって生成された画像データを展開
するためのフレームバッファメモリである。そして、表示部９に出力する。
【００７６】
　また、この実施の形態では、表示制御基板８０に設けられた表示制御用マイクロコンピ
ュータが音声出力基板７０にスピーカ２７の駆動信号を出力し、スピーカ２７の音声出力
制御を行うともに、ランプドライバ基板３５にランプ・ＬＥＤの駆動信号を出力し、弾球
遊技機１に設けられたランプ・ＬＥＤの発光制御を行う。すなわち、表示制御基板８０に
搭載される表示制御用マイクロコンピュータは、主基板３１から送信される表示部９の表
示制御、ランプ・ＬＥＤの点灯制御、遊技音発生等の演出の制御に関する指令情報として
の演出制御コマンド（制御信号）にもとづいて表示部９、スピーカ２７、弾球遊技機１に
設けられるランプ・ＬＥＤ等の発光体の制御を行う演出制御用マイクロコンピュータであ
る。
【００７７】
　次に弾球遊技機１の動作について説明する。図５は、主基板３１における遊技制御用マ
イクロコンピュータが実行するメイン処理を示すフローチャートである。弾球遊技機１に
対して電源が投入されると、ＤＣ３０Ｖ、ＤＣ２１Ｖ、ＤＣ１２ＶおよびＤＣ５Ｖを作成
する電源回路が搭載された電源基板９１０から電力供給開始を通知する電源断信号が主基
板３１に出力される。主基板３１に搭載されるＣＰＵ５６は、電源断信号が入力されるリ
セット端子の入力レベルがハイレベルになると、プログラムの内容が正当か否かを確認す
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るための処理であるセキュリティチェック処理を実行した後、ステップＳ１以降のメイン
処理を開始する。
なお、電源基板９１０から主基板３１に出力される電源断信号は弾球遊技機１に供給され
る電圧が所定電圧（例えば、１０Ｖ）以下になるまで出力した状態であり、弾球遊技機１
に供給される電圧が所定電圧以下になったときに出力を停止する。すなわち、弾球遊技機
１において正常な遊技が行われているときには、リセット端子の入力レベルは常にハイレ
ベルであり、弾球遊技機１に供給される電圧が所定電圧以下になったときにリセット端子
の入力レベルがローレベルとなる。
【００７８】
　メイン処理において、ＣＰＵ５６は、まず、必要な初期設定を行う。初期設定において
、ＣＰＵ５６は、まず、割込禁止に設定する（ステップＳ１）。次に、割込モードを割込
モード２に設定し（ステップＳ２）、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレス
を設定する（ステップＳ３）。そして、内蔵デバイスレジスタの初期化を行う（ステップ
Ｓ４）。
【００７９】
　次いで、内蔵デバイス（内蔵周辺回路）であるＣＴＣ（カウンタ／タイマ）およびＰＩ
Ｏ（パラレル入出力ポート）の初期化（ステップＳ５）を行った後、ＲＡＭ５５をアクセ
ス可能状態に設定する（ステップＳ６）。
【００８０】
　この実施の形態で用いられるＣＰＵ５６は、Ｉ／Ｏポート（ＰＩＯ）およびタイマ／カ
ウンタ回路（ＣＴＣ）も内蔵している。また、ＣＴＣは、２本の外部クロック／タイマト
リガ入力ＣＬＫ／ＴＲＧ２，３と２本のタイマ出力ＺＣ／ＴＯ０，１を備えている。
【００８１】
　この実施の形態で用いられているＣＰＵ５６には、マスク可能な割込のモードとして以
下の３種類のモードが用意されている。なお、マスク可能な割込が発生すると、ＣＰＵ５
６は、自動的に割込禁止状態に設定するとともに、プログラムカウンタの内容をスタック
にセーブする。
【００８２】
　割込モード０：割込要求を行った内蔵デバイスがＲＳＴ命令（１バイト）またはＣＡＬ
Ｌ命令（３バイト）をＣＰＵの内部データバス上に送出する。よって、ＣＰＵ５６は、Ｒ
ＳＴ命令に対応したアドレスまたはＣＡＬＬ命令で指定されるアドレスの命令を実行する
。リセット時に、ＣＰＵ５６は自動的に割込モード０になる。よって、割込モード１また
は割込モード２に設定したい場合には、初期設定において、割込モード１または割込モー
ド２に設定するための処理を行う必要がある。
【００８３】
　割込モード１：割込が受け付けられると、常に００３８（ｈ）番地に飛ぶモードである
。
【００８４】
　割込モード２：ＣＰＵ５６の特定レジスタ（Ｉレジスタ）の値（１バイト）と内蔵デバ
イスが出力する割込ベクタ（１バイト：最下位ビット０）から合成されるアドレスが、割
込番地を示すモードである。すなわち、割込番地は、上位アドレスが特定レジスタの値と
され下位アドレスが割込ベクタとされた２バイトで示されるアドレスである。従って、任
意の（飛び飛びではあるが）偶数番地に割込処理を設置することができる。各内蔵デバイ
スは割込要求を行うときに割込ベクタを送出する機能を有している。
【００８５】
　よって、割込モード２に設定されると、各内蔵デバイスからの割込要求を容易に処理す
ることが可能になり、また、プログラムにおける任意の位置に割込処理を設置することが
可能になる。さらに、割込モード１とは異なり、割込発生要因毎のそれぞれの割込処理を
用意しておくことも容易である。上述したように、この実施の形態では、初期設定のステ
ップＳ２において、ＣＰＵ５６は割込モード２に設定される。
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【００８６】
　次いで、ＣＰＵ５６は、設定スイッチ９０を操作したことにもとづく操作信号が入力さ
れているかを１回だけ確認する（ステップＳ７）。その確認において、ＯＮを検出した場
合には、ＣＰＵ５６は後述する初期設定処理（ステップＳ１３）を実行する。なお、初期
設定処理（ステップＳ１３）では、上述した設定スイッチ９０の操作に応じて弾球遊技機
１における確率の設定値を変更する設定変更処理も実行される。
【００８７】
　そして、ＣＰＵ５６は、入力ポート１を介して入力されるクリアスイッチ６５の出力信
号の状態を１回だけ確認する（ステップＳ８）。その確認においてオンを検出した場合に
は、ＣＰＵ５６は、設定スイッチ９０がＯＮになったか、すなわち、設定スイッチ９０か
らの操作信号が入力されているかを確認し（ステップＳ１２）、設定スイッチ９０からの
操作信号が入力されていれば初期設定処理を実行する（ステップＳ１３）。なお、クリア
スイッチ６５がオンである場合（押下されている場合）には、ローレベルのクリアスイッ
チ信号が出力されている。なお、入力ポート１では、クリアスイッチ信号のオン状態はハ
イレベルである。また、例えば、遊技店員は、クリアスイッチ６５をオン状態にしながら
弾球遊技機１に対する電力供給を開始する（例えば電源スイッチをオンする）ことによっ
て、容易に初期設定処理を実行させることができる。すなわち、ＲＡＭクリア等を行うこ
とができる。
【００８８】
　ステップＳ８でクリアスイッチ６５がオンの状態でない場合には、弾球遊技機１への電
力供給が停止したときにバックアップＲＡＭ領域のデータ保護処理（例えばパリティデー
タの付加等の電源断検出時処理）が行われたか否か確認する（ステップＳ９）。弾球遊技
機１への電力供給が停止したときにバックアップＲＡＭ領域のデータ保護処理が行われた
とき、すなわち、後述する電源断検出時処理が実行されたときには、電源断フラグがセッ
トされる。ステップＳ９では、電源断フラグがセットされているか否かを確認し、電源断
フラグがセットされていればバックアップＲＡＭ領域のデータ保護処理が実行されたと判
定し、電源断フラグがセットされていなければバックアップＲＡＭ領域のデータ保護処理
が実行されていないと判定する。ＣＰＵ５６は、ステップＳ９で電源断フラグがセットさ
れていなければ、設定スイッチ９０からの操作信号が入力されているか確認し（ステップ
Ｓ１２）、設定スイッチ９０からの操作信号が入力されていれば初期設定処理（ステップ
Ｓ１３）を実行する。
【００８９】
　なお、電源断検出時処理が実行されて電源断フラグがセットされた場合であっても、ノ
イズ等により電源断フラグがリセットされた状態となったときには、再び弾球遊技機１へ
の電力供給が開始されたときに、ＣＰＵ５６はバックアップＲＡＭ領域のデータ保護処理
が実行されていないと判定し、設定スイッチ９０の確認および初期設定処理を実行する。
このように、この実施の形態では、弾球遊技機１への電力供給の停止が生じた場合には、
バックアップＲＡＭ領域のデータを保護するための処理（電源断検出時処理）が行われて
いる。
【００９０】
　この実施の形態では、バックアップＲＡＭ領域のデータを保護するための処理が行われ
ていたか否かは、後述する電源断検出時処理において電源断フラグがセットされているか
否かを確認することにより判定されるが、そのような確認の仕方は一例であって、例えば
、バックアップＲＡＭ領域に保存されるバックアップ監視タイマの値が、バックアップＲ
ＡＭ領域のデータ保護処理を実行したことに応じた値（例えば２）になっているか否かに
よって確認するようにしてもよい。
【００９１】
　また、ＣＰＵ５６は、バックアップＲＡＭ領域のデータ保護処理を実行することにより
、バックアップＲＡＭ領域に現在の遊技状態、確率設定（設定値）、等の情報をバックア
ップ（保存）する。そして、ステップＳ９で電源断フラグがセットされていることを確認
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したことにもとづいてバックアップＲＡＭ領域のデータ保護処理が実行された場合には、
バックアップＲＡＭ領域に記憶される遊技状態、確率設定（設定値）等の情報が正常な情
報であるかを判定する。具体的には、ＣＰＵ５６は、バックアップＲＡＭ領域のデータチ
ェック（この例ではパリティチェック）を行う（ステップＳ１０）。この実施の形態では
、クリアデータ（００）をチェックサムデータエリアにセットし、チェックサム算出開始
アドレスをポインタにセットする。また、チェックサムの対象となるデータ数に対応する
チェックサム算出回数をセットする。そして、チェックサムデータエリアの内容とポイン
タが指すＲＡＭ領域の内容との排他的論理和を演算する。演算結果をチェックサムデータ
エリアにストアするとともに、ポインタの値を１増やし、チェックサム算出回数の値を１
減算する。以上の処理が、チェックサム算出回数の値が０になるまで繰り返される。チェ
ックサム算出回数の値が０になったら、ＣＰＵ５６は、チェックサムデータエリアの内容
の各ビットの値を反転し、反転後のデータをチェックサムとする。
【００９２】
　後述する電源断検出時処理において、上記の処理と同様の処理によってチェックサムが
算出され、チェックサムはバックアップＲＡＭ領域に保存されている。ステップＳ１０で
は、算出したチェックサムと保存されているチェックサムとを比較する。不測の停電等に
より弾球遊技機１への電力供給が停止した後に復旧した場合には、バックアップＲＡＭ領
域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果（比較結果）は正常（一致）
になる。チェック結果が正常でないということは、バックアップＲＡＭ領域のデータが、
弾球遊技機１への電力供給が停止した時のデータとは異なっていることを意味する。その
ような場合には、内部状態を弾球遊技機１への電力供給が停止した時の状態に戻すことが
できないので、電力供給の停止からの復旧時でない電源投入時に実行される処理と同様に
設定スイッチ９０からの操作信号が入力されているか確認し（ステップＳ１２）、設定ス
イッチ９０からの操作信号が入力されていれば初期設定処理（ステップＳ１３）を実行す
る。
【００９３】
　ステップＳ１０でチェック結果が正常であれば、ＣＰＵ５６は、遊技制御用マイクロコ
ンピュータの内部状態と表示制御用マイクロコンピュータ等の制御状態を電源断検出時の
状態に戻すための復旧処理を行う（ステップＳ１１）。
【００９４】
　そして、ステップＳ１４において、ＣＰＵ５６は、所定時間（例えば４ｍｓ）毎に定期
的にタイマ割込がかかるようにＣＰＵ５６に内蔵されているＣＴＣのレジスタの設定を行
なう。すなわち、初期値として例えば４ｍｓに相当する値が所定のレジスタ（時間定数レ
ジスタ）に設定される。この実施の形態では、４ｍｓ毎に定期的にタイマ割込がかかると
する。
【００９５】
　ステップＳ１～ステップＳ１４の処理が完了すると、ＣＰＵ５６は、表示用乱数更新処
理（ステップＳ１６）および初期値用乱数更新処理（ステップＳ１７）を繰り返し実行す
る。ＣＰＵ５６は、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理が実行されるときに
は割込禁止状態にして（ステップＳ１５）、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新
処理の実行が終了すると割込許可状態にする（ステップＳ１８）。なお、表示用乱数とは
、表示部９に表示される図柄を決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表
示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用
乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理
である。初期値用乱数とは、大当りとするか否かを決定するための乱数を発生するための
カウンタ（大当り判定用乱数発生カウンタ）等のカウント値の初期値を決定するための乱
数である。後述する特別図柄プロセス処理（遊技制御用マイクロコンピュータが、弾球遊
技機１に設けられている可変表示装置８、可変入賞装置１５、球払出装置４４等の遊技用
の装置を、自身で制御する処理、または他のマイクロコンピュータに制御させるために指
令信号を送信する処理）において、大当り判定用乱数発生カウンタのカウント値が１周す
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ると、そのカウンタに初期値が設定される。
【００９６】
　なお、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理が実行されるときに割込禁止状
態にされるのは、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理が後述するタイマ割込
処理でも実行されることから、タイマ割込処理における処理と競合してしまうのを避ける
ためである。すなわち、ステップＳ１６，Ｓ１７の処理中にタイマ割込が発生してタイマ
割込処理中で表示用乱数や初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新し
てしまったのでは、カウント値の連続性が損なわれる場合がある。しかし、ステップＳ１
６，Ｓ１７の処理中では割込禁止状態にしておけば、そのような不都合が生ずることはな
い。
【００９７】
　図６は、図５に示すメイン処理のステップＳ１１で実行される復旧処理を示すフローチ
ャートである。復旧処理において、ＣＰＵ５６は、ＲＯＭ５４に格納されているバックア
ップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１０１）、バックア
ップ時設定テーブルの内容を順次作業領域（ＲＡＭ５５内の領域）に設定する（ステップ
Ｓ１０２）。作業領域はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バック
アップ時設定テーブルには、作業領域のうち初期化してもよい領域についての初期化デー
タが設定されている。ステップＳ１０１およびステップＳ１０２の処理によって、作業領
域のうち初期化してはならない部分については、保存されていた内容がそのまま残る。初
期化してはならない部分とは、例えば、電源断検出以前の遊技状態を示すデータ（特別図
柄プロセスフラグなど）や球払出装置４４により払い出す賞球のうち未だ払い出されてい
ない個数（未払出数）を示すデータが設定されている部分である。
【００９８】
　また、ＣＰＵ５６は、ＲＯＭ５４に格納されているバックアップ時コマンド送信テーブ
ルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１０３）、その内容に従ってサブ基板
（払出制御基板３７および表示制御基板８０）に、電力供給が復旧した旨を示す制御信号
が送信されるように制御する（ステップＳ１０４）。以上の処理により、弾球遊技機１を
電源断検出以前の状態に復旧させることが可能となる。
【００９９】
　図７は、図５に示すメイン処理のステップＳ１３で実行される初期設定処理を示すフロ
ーチャートである。初期設定処理において、ＣＰＵ５６は、まず、ＲＡＭクリア処理を行
う（ステップＳ１１１）。なお、ＲＡＭ５５の全領域を初期化せず、所定のデータ（例え
ば大当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータや確率設定（設定値
）値等）をそのままにしてもよい。例えば、大当り判定用乱数を生成するためのカウンタ
のカウント値のデータをそのままにした場合には、不正な手段によって初期設定処理が実
行される状態になったとしても、大当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント
値が大当り判定値に一致するタイミングを狙うことは困難である。また、ＲＯＭ５４に格
納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１１
２）、初期化時設定テーブルの内容を順次作業領域に設定する（ステップＳ１１３）。ス
テップＳ１１２およびステップＳ１１３の処理によって、例えば、普通図柄判定用乱数カ
ウンタ、普通図柄判定用バッファ、特別図柄バッファ、総賞球数格納バッファ、特別図柄
プロセスフラグ、賞球中フラグ、球切れフラグ、払出停止フラグなど制御状態に応じて選
択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。
【０１００】
　また、ＣＰＵ５６は、弾球遊技機１の確率の設定値を変更する設定変更処理を実行する
（ステップＳ１１４）。設定変更処理では、上述した設定スイッチ９０の操作に応じて弾
球遊技機１の確率の設定値を変更する処理が実行される。そして、設定変更処理を実行す
ると、ＣＰＵ５６は、ＲＯＭ５４に格納されている初期化時コマンド送信テーブルの先頭
アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１１５）、その内容に従ってサブ基板を初期化
するための初期化コマンドをサブ基板に送信する処理を実行する（ステップＳ１１６）。



(22) JP 4859397 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

初期化コマンドとして、表示部９に表示される初期図柄を示すコマンド等がある。以上の
処理により弾球遊技機１にて遊技を開始可能な状態になる。
【０１０１】
　ここで、この実施の形態で用いられる乱数を説明する。図８は、この実施の形態で用い
られる乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のように使用される。
（１）大当り判定用乱数：大当りを発生させるか否か判定する
（２）特別図柄決定用乱数：特別図柄のはずれ図柄を決定する
（３）大当り図柄決定用乱数：特別図柄の大当り図柄を決定する
（４）変動パターン決定用乱数：特別図柄の変動パターンを決定する
（５）リーチ判定用乱数：大当りを発生させない場合にリーチとするか否かを判定する
（６）普通図柄当り判定用乱数：普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か判定する
（７）大当り判定用乱数初期値決定用乱数：大当り判定用乱数の初期値を決定する
（８）普通図柄当り判定用乱数初期値決定用乱数：普通図柄当り判定用乱数の初期値を決
定する
　後述する２ｍｓタイマ割込処理におけるステップＳ２３では、ＣＰＵ５６は、（１）の
大当り判定用乱数、（３）の大当り図柄決定用乱数、（６）の普通図柄当り判定用乱数、
を生成するためのカウンタのカウントアップ（１加算）を行う。また、後述する２ｍｓタ
イマ割込処理におけるステップＳ２４およびメイン処理におけるステップＳ１７では、（
７）の大当り判定用乱数初期値決定用乱数、および、（８）の普通図柄当り判定用乱数初
期値決定用乱数、を生成するためのカウンタのカウントアップ（１加算）を行い、後述す
る２ｍｓタイマ割込処理におけるステップＳ２５およびメイン処理におけるステップＳ１
６では、（２）の特別図柄決定用乱数、（４）の変動パターン決定用乱数、（５）のリー
チ判定用乱数、を生成するためのカウンタのカウントアップ（１加算）を行う。すなわち
、（１）の大当り判定用乱数、（３）の大当り図柄決定用乱数、（６）の普通図柄当り判
定用乱数、が判定用乱数であり、（２）の特別図柄決定用乱数、（４）の変動パターン決
定用乱数、（５）のリーチ判定用乱数、が表示用乱数であり、（７）の大当り判定用乱数
初期値決定用乱数、および、（８）の普通図柄当り判定用乱数初期値決定用乱数、が初期
値用乱数である。
【０１０２】
　次に、遊技者の有利不利に関わる確率を示す複数の設定値を備える設定テーブルについ
て図９を参照して説明する。この実施の形態では、設定テーブルには、「設定１」～「設
定３」の設定値が備えられ、「設定１」～「設定３」の各々には、大当り遊技状態を発生
させるか否かを判定する際に用いられる確率、確変状態に制御するか否かを判定する際に
用いられる確率、後述する変動パターンを決定する際に用いられる確率、が設定されてい
る。
【０１０３】
　「設定１」においては、大当り判定値として、低確率時（通常遊技状態および時短状態
）には、２個の大当り判定値が設定されるとともに、高確率時（確変状態）には、１０個
の大当り判定値が設定される。なお、大当り判定用乱数は、０～９９９の範囲で更新され
、「設定１」における低確率時の大当り確率（大当り遊技状態を発生させる旨の判定がな
される確率）は、５００分の１であり、「設定１」における高確率時の大当り確率は、１
００分の１である。
【０１０４】
　また、リーチ判定値として、低確率時には、３個のリーチ判定値が設定されるとともに
、高確率時には、１個のリーチ判定値が設定される。なお、リーチ判定用乱数は、０～２
７の範囲で更新され、「設定１」における低確率時のリーチ確率（大当り遊技状態を発生
させる旨の判定がなされなかったときにリーチとする旨の判定がなされる確率）は、２８
分の３であり、「設定１」における高確率時のリーチ確率は、２８分の１である。
【０１０５】
　さらに、確変判定値として８個の確変判定値が設定される。なお、確変判定値とは、上
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述した大当り図柄決定用乱数が確変判定値と一致したときに、特別図柄表示器１１に特別
表示結果（確変図柄）を導出表示して大当り遊技状態に制御し、大当り遊技状態が終了し
た後に確変状態に制御する確変大当りを発生させる旨の決定を行うための乱数である。ま
た、大当り図柄決定用乱数は、０～１１の範囲で更新され、「設定１」における確変突入
確率（大当り遊技状態を発生させる旨の判定がなされたときに、大当り遊技状態終了後に
確変状態に制御する旨の判定がなされる確率）は、３分の２である。また、この実施の形
態では、「設定１」に設定したときには、後述する変動パターンテーブルのうち変動パタ
ーンテーブル１を使用するテーブルとして設定する。
【０１０６】
　「設定２」においては、大当り判定値として、低確率時には、３個の大当り判定値が設
定されるとともに、高確率時には、１５個の大当り判定値が設定される。すなわち、「設
定２」における低確率時の大当り確率は、１０００分の３であり、「設定２」における高
確率時の大当り確率は、２００分の３である。
【０１０７】
　また、リーチ判定値として、低確率時には、２個のリーチ判定値が設定されるとともに
、高確率時には、１個のリーチ判定値が設定される。すなわち、「設定２」における低確
率時のリーチ確率は、１４分１のであり、「設定２」における高確率時のリーチ確率は、
２８分の１である。
【０１０８】
　さらに、確変判定値として６個の確変判定値が設定される。すなわち、「設定２」にお
ける確変突入確率は、２分の１である。また、この実施の形態では、「設定２」に設定し
たときには、後述する変動パターンテーブルのうち変動パターンテーブル２を使用するテ
ーブルとして設定する。
【０１０９】
　「設定３」においては、大当り判定値として、低確率時には、４個の大当り判定値が設
定されるとともに、高確率時には、２０個の大当り判定値が設定される。すなわち、「設
定３」における低確率時の大当り確率は、２５０分の１であり、「設定３」における高確
率時の大当り確率は、５０分の１である。
【０１１０】
　また、リーチ判定値として、１個のリーチ判定値が設定される。すなわち、「設定３」
におけるリーチ確率は、２８分の１である。さらに、確変判定値として４個の確変判定値
が設定される。すなわち、「設定３」における確変突入確率は、３分の１である。また、
この実施の形態では、「設定３」に設定したときには、後述する変動パターンテーブルの
うち変動パターンテーブル３を使用するテーブルとして設定する。
【０１１１】
　このように、この実施の形態では、「設定１」では、大当り確率が低く設定される一方
、確変突入確率が高く設定され、「設定３」では、大当り確率が高く設定される一方、確
変突入確率が低く設定される。また、「設定２」は、大当り確率および確変突入確率が「
設定１」および「設定３」に設定される値の中間となっており、基本的な弾球遊技機の設
定となっている。
【０１１２】
　なお、この実施の形態では、設定テーブルの設定値各々は、判定値の個数が異なるよう
に構成されるが、これに限られるものではない。例えば、大当り判定値の個数を設定値毎
に異ならせる一方、確変判定値の個数を変更せずに全ての設定値にて同一とすることによ
り、設定値に応じて大当り確率を異ならせる一方、全ての設定値にて同一の確変突入確率
となるように設定テーブルを構成してもよい。
【０１１３】
　図１０は、図７のステップＳ１１４で実行される設定変更処理を示すフローチャートで
ある。上述したように、この実施の形態では、弾球遊技機１において、遊技者の有利不利
に関わる確率を示す複数の設定値のうちいずれか１つの設定値が設定され、当該設定値に
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もとづいて遊技の進行を制御する。なお、複数の設定値として、この実施の形態では、図
９に示す３つの設定値が予め設けられ、設定変更処理では、図９に示す「設定１」～「設
定３」の３つの設定値のうちいずれか１つの設定値に設定する。
【０１１４】
　設定変更処理において、ＣＰＵ５６は、まず、設定値に初期値としての「設定１」を設
定する（ステップＳ１２１）。すなわち、設定値を変更するときには、弾球遊技機１の設
定値を一旦、初期値に変更設定され、初期値としての「設定１」に設定された状態から設
定値を変更していくこととなる。このように構成することにより、設定変更処理を実行す
る以前の弾球遊技機１における設定値を把握していない場合であっても所望の設定値に変
更設定することができるため、所望の設定値とは異なる設定値に変更設定されてしまうこ
とを防止できる。
【０１１５】
　しかして、ＣＰＵ５６は、設定スイッチ９０が「＋１」の位置に回動されたことにもと
づく設定変更信号が入力されているかを確認し（ステップＳ１２２）、設定変更信号が入
力されていれば、現在の設定値に１加算した設定値に切り換える（ステップＳ１２３）。
すなわち、現在の設定値が「設定１」であれば「設定２」に切り換え、現在の設定値が「
設定２」であれば「設定３」に切り換える。また、上述したように、この実施の形態では
、現在の設定値が上限値（ＭＡＸ）である「設定３」である場合には設定値を最小値（Ｍ
ＩＮＩＭＵＭ）である「設定１」に切り換える。
【０１１６】
　次いで、ＣＰＵ５６は、設定スイッチ９０が「ＯＮ」の位置に回動されたことにもとづ
いて設定スイッチ９０からの設定変更信号がＯＦＦになったら（ステップＳ１２４）、設
定スイッチ９０が「ＯＦＦ」の位置に回動されたことにもとづいて設定スイッチ９０から
の操作信号がＯＦＦになったか確認する（ステップＳ１２５）。ステップＳ１２５で設定
スイッチ９０からの操作信号がＯＦＦになったら、現在の設定値をＲＡＭ５５にストア（
保存）する（ステップＳ１２６）。一方、ステップＳ１２５で設定スイッチ９０からの操
作信号がＯＮであれば、再びステップＳ１２２に移行して設定変更処理を継続して実行す
る。
【０１１７】
　なお、この実施の形態では、ＲＡＭ５５に設定値をストアする構成としているが、弾球
遊技機１の設定状態を把握できるように保存すれば、保存するデータはこれに限られるも
のではない。例えば、ステップＳ１２６にて設定値に応じた各種確率（具体的には、大当
り判定値等）を保存するように構成してもよい。
【０１１８】
　主基板３１に搭載されるＣＰＵ５６は、ステップＳ１２６でストアした設定値にもとづ
いて弾球遊技機１における遊技の進行を制御する。具体的には、ステップＳ１２６でスト
アした設定値にもとづいてＣＰＵ５６が後述する特別図柄プロセス処理を実行することに
より弾球遊技機１における遊技の進行を制御する。
【０１１９】
　図１１は、ＣＰＵ５６が実行するメイン処理にて２ｍｓ毎に実行されるタイマ割込処理
を示すフローチャートである。タイマ割込が発生すると、ＣＰＵ５６は、割込処理の実行
を禁止する（ステップＳ２０）。割込処理の実行を禁止することにより２ｍｓタイマ割込
処理の実行中に重複して２ｍｓタイマ割込処理が実行されることを防止できる。次いで、
後述するバックアップ処理（ステップＳ３５）でバックアップＲＡＭに保存された遊技制
御用マイクロコンピュータの制御状態に応じたデータが正常であるか確認する。具体的に
は、バックアップＲＡＭに保存される遊技制御用マイクロコンピュータの制御状態に応じ
たデータのパリティチェックを行い（ステップＳ２０ａ）、パリティチェックの結果が異
常であれば、表示部９にてエラー状態が発生した旨を報知するエラー表示の実行を指示す
るエラー表示コマンドを表示制御基板８０に送信する（ステップＳ２０ｂ）。そして、設
定スイッチ９０からの操作信号が入力されたことにもとづいて（ステップＳ２０ｃにてＹ
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ＥＳ）、上述した設定変更処理を実行する（ステップＳ２０ｄ）。
【０１２０】
　このように、ステップＳ２０ａでパリティチェックの結果が異常であると判定されたと
きには、ステップＳ２０ｃで設定スイッチ９０の操作信号の入力を監視するループ処理を
実行して以降の処理の実行を停止させるエラー状態に制御し、ステップＳ２０ｃで設定ス
イッチ９０が操作されたことにもとづいて設定スイッチ９０からの操作信号が主基板３１
に入力されたときにステップＳ２０ｄで設定変更処理を実行した後にステップＳ２１以降
の処理を実行可能な状態、すなわち、エラー状態を解除した状態に制御する。換言すると
、バックアップＲＡＭに保存される遊技制御用マイクロコンピュータの制御状態に応じた
データが異常であれば、弾球遊技機１における遊技の進行を停止させるエラー状態に制御
するとともに、弾球遊技機１の設定値を変更する処理を実行し、弾球遊技機１の設定値を
変更する処理を手動操作で実行した後にエラー状態を解除させるため、不正等により設定
値が変更された場合であっても当該不正により特定の利益を与えることを防止できる。
【０１２１】
　ステップＳ２０ｄで設定変更処理を実行するとステップＳ２１以降の処理を開始する。
また、ステップＳ２０ａでバックアップＲＡＭに保存される遊技制御用マイクロコンピュ
ータの制御状態に応じたデータが正常であると判定されたときにはステップＳ２０ｂ～ス
テップＳ２０ｄの処理を実行することなくステップＳ２１以降の処理を開始する。
【０１２２】
　次いで、ＣＰＵ５６は、レジスタの退避処理（ステップＳ２１）を行った後、ステップ
Ｓ２２～Ｓ３７の遊技制御処理を実行する。遊技制御処理において、ＣＰＵ５６は、まず
、スイッチ回路３２を介して、ゲートスイッチ６１、始動口スイッチ６２、カウントスイ
ッチ６３、Ｖ入賞スイッチ６４、クリアスイッチ６５、等のスイッチの検出信号を入力し
、それらの状態判定を行う（スイッチ処理：ステップＳ２２）。
【０１２３】
　次に、遊技制御に用いられる大当り判定用の乱数等の各判定用乱数を生成するための各
カウンタのカウント値を更新する処理を行う（ステップＳ２３：数値データ更新手段）。
ＣＰＵ５６は、更に、初期値用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処
理（ステップＳ２４）及び表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する
処理を行う（ステップＳ２５）。
【０１２４】
　更に、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理を行う（ステップＳ２６）。特別図柄プロ
セス制御では、遊技状態に応じて特別図柄表示器１１、表示部９、特別可変入賞装置２０
、等を所定の順序で制御するための特別図柄プロセスフラグに従って該当する処理が選び
出されて実行される。そして、特別図柄プロセスフラグの値は、遊技状態に応じて各処理
中に更新される。
【０１２５】
　また、普通図柄プロセス処理を行う（ステップＳ２７）。普通図柄プロセス処理では、
普通図柄表示器１３の表示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに
従って該当する処理が選び出されて実行される。そして、普通図柄プロセスフラグの値は
、遊技状態に応じて各処理中に更新される。普通図柄プロセス処理を実行することにより
普通図柄表示器１３の表示制御および可変入賞装置１５の開閉制御が実行される。
【０１２６】
　次いで、ＣＰＵ５６は、飾り図柄９ａ～９ｃに関する演出制御コマンドをＲＡＭ５５の
所定の領域に設定して表示制御基板８０に送出する処理を行う（特別図柄コマンド制御処
理：ステップＳ２８）。
【０１２７】
　更に、ＣＰＵ５６は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始動
情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う（ステップＳ３０）。
【０１２８】
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　また、ＣＰＵ５６は、始動口スイッチ６２、カウントスイッチ６３、Ｖ入賞スイッチ６
４、等の検出信号にもとづく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する（ステップＳ
３１）。具体的には、始動口スイッチ６２、カウントスイッチ６３、Ｖ入賞スイッチ６４
、等の何れかがオンしたことにもとづく入賞検出に応じて、払出制御基板３７に賞球個数
を示す払出制御コマンドを出力する。払出制御基板３７に搭載されている払出制御用ＣＰ
Ｕは、賞球個数を示す払出制御コマンドに応じて球払出装置４４を駆動する。
【０１２９】
　そして、ＣＰＵ５６は、始動記憶数の増減をチェックする記憶処理を実行する（ステッ
プＳ３２）。また、弾球遊技機１の制御状態を弾球遊技機１外部で確認できるようにする
ための試験信号を出力する処理である試験端子処理を実行する（ステップＳ３３）。更に
、所定の条件が成立したときにソレノイド回路３３に駆動指令を行う（ステップＳ３４）
。可変入賞装置１５、特別可変入賞装置２０、を開状態または閉状態としたり、大入賞口
内の遊技球通路を切り替えたりするために、ソレノイド回路３３は、駆動指令に応じてソ
レノイド７１～７３を駆動する。その後、遊技状態すなわち遊技制御用マイクロコンピュ
ータの制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグ、状態データ、遊技者の有利不
利に関わる確率の設定、等）をバックアップＲＡＭに保存するバックアップ処理を実行す
るとともに（ステップＳ３５）、レジスタの内容を復帰させ（ステップＳ３６）、割込許
可状態に設定する（ステップＳ３７）。
【０１３０】
　以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は２ｍｓ毎に起動されること
になる。なお、この実施の形態では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されているが
、タイマ割込処理では例えば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、遊
技制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。
【０１３１】
　なお、この実施の形態では、２ｍｓタイマ割込処理が実行される毎にバックアップＲＡ
Ｍに遊技制御用マイクロコンピュータの制御状態に応じたデータを保存し、２ｍｓタイマ
割込処理が実行される毎に遊技制御用マイクロコンピュータの制御状態に応じたデータが
異常であるか確認するように構成しているが、これに限られるものではない。例えば、２
ｍｓタイマ割込処理が予め定められた所定回数実行されたときにバックアップＲＡＭに遊
技制御用マイクロコンピュータの制御状態に応じたデータを保存し、次に２ｍｓタイマ割
込処理が実行されたときに遊技制御用マイクロコンピュータの制御状態に応じたデータが
異常であるか確認するようにしてもよい。
【０１３２】
　図１２は、図１１のステップＳ３５で実行されるバックアップ処理を示すフローチャー
トである。バックアップ処理において、ＣＰＵ５６は、パリティチェックデータを作成す
る（ステップＳ２０１～ステップＳ２１０）。すなわち、まず、クリアデータ（００）を
チェックサムデータエリアにセットし（ステップＳ２０１）、チェックサム算出開始アド
レスをポインタにセットする（ステップＳ２０２）。また、チェックサム算出回数をセッ
トする（ステップＳ２０３）。
【０１３３】
　次いで、チェックサムデータエリアの内容とポインタがさすＲＡＭ領域の内容との排他
的論理和を演算する（ステップＳ２０４）。演算結果をチェックサムデータエリアにスト
アするとともに（ステップＳ２０５）、ポインタの値を１増やし（ステップＳ２０６）、
チェックサム算出回数の値を１減算する（ステップＳ２０７）。そして、ステップＳ２０
４～ステップＳ２０７の処理を、チェックサム算出回数の値が０になるまで繰り返す（ス
テップＳ２０８）。
【０１３４】
　チェックサム算出回数の値が０になったら、ＣＰＵ５６は、チェックサムデータエリア
の内容の各ビット値を反転する（ステップＳ２０９）。そして、反転後のデータをチェッ
クサムデータエリアにストアする（ステップＳ２１０）。このデータが図１１のステップ
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Ｓ２０ａでチェックされるパリティデータとなる。
【０１３５】
　以上の処理によって、バックアップ処理が実行されると演算結果を反転した値がバック
アップＲＡＭのチェックサムデータエリアへストア（保存）される。
【０１３６】
　図１３は、弾球遊技機１に供給される電力の供給が停止するときに実行される電源断検
出時処理のフローチャートである。電源断検出時処理は、弾球遊技機１に供給される電圧
が所定の電圧（例えば、８０Ｖ）以下になったことにもとづいて他の処理に優先して実行
される。
【０１３７】
　電源断検出時処理において、ＣＰＵ５６は、バックアップ処理を実行する（ステップＳ
２２１）。バックアップ処理は、図１２に示すものと同様である。また、バックアップ処
理が実行されると演算結果を反転した値がバックアップＲＡＭのチェックサムデータエリ
アへストア（保存）され、弾球遊技機１への電力供給を再開したときに図５のステップＳ
１０でチェックされるパリティデータとなる。次いで、ＲＡＭアクセス禁止レジスタにア
クセス禁止値を設定する（ステップＳ２２２）。以後、ＲＡＭ５５へのアクセスができな
くなる。
【０１３８】
　さらに、ＣＰＵ５６は、ＲＯＭ５４に格納されているポートクリア設定テーブルの先頭
アドレスをポインタにセットする（ステップＳ２２３）。ポートクリア設定テーブルにお
いて、先頭アドレスには処理数（クリアすべき出力ポートの数）が設定され、次いで、出
力ポートのアドレスおよび出力値データ（クリアデータ：出力ポートの各ビットのオフ状
態の値）が、処理数分の出力ポートについて順次設定されている。
【０１３９】
　ＣＰＵ５６は、ポインタが指すアドレスのデータ（すなわち処理数）をロードする（ス
テップＳ２２４）。また、ポインタの値を１増やし（ステップＳ２２５）、ポインタが指
すアドレスのデータ（すなわち出力ポートのアドレス）をロードする（ステップＳ２２６
）。さらに、ポインタの値を１増やし（ステップＳ２２７）、ポインタが指すアドレスの
データ（すなわち出力値データ）をロードする（ステップＳ２２８）。そして、出力値デ
ータを出力ポートに出力する（ステップＳ２２９）。その後、処理数を１減らし（ステッ
プＳ２３０）、処理数が０でなければ（ステップＳ２３１にてＮＯ）、ステップＳ２２５
に戻る。処理数が０であれば（ステップＳ２３１にてＹＥＳ）、すなわち、クリアすべき
出力ポートを全てクリアしたら、タイマ割込を停止するとともに（ステップＳ２３２）、
電源断フラグをセットし（ステップＳ２３３）、ループ処理に入る。なお、ステップＳ２
３３でセットされる電源断フラグは、図５のステップＳ９で確認され、電源断フラグがセ
ットされていることにもとづいて設定スイッチ９０の操作検出および初期設定処理（ステ
ップＳ１３）が実行される。
【０１４０】
　ループ処理では、電源断信号がＯＦＦ状態になったか否か監視する（ステップＳ２３４
）。電源断信号がＯＦＦ状態になった場合には復帰アドレスとして、電源投入時実行アド
レス（ステップＳ１のアドレス）を設定してリターン命令を実行する（ステップＳ２３５
）。上述したように、電源基板９１０から主基板３１に出力される電源断信号は、弾球遊
技機１に供給される電圧が所定電圧（例えば、１０Ｖ）以下になったときにＯＦＦになる
。すなわち、弾球遊技機１に供給される電圧が所定電圧以下になったときにステップＳ２
３５の処理を実行する。
【０１４１】
　以上の処理によって、弾球遊技機１への電力の供給が停止する場合には、電源断検出時
処理が実行されて、電源断検出時処理が実行されたことを示すデータ（電源断フラグおよ
びチェックサム）がバックアップＲＡＭへストア（保存）される。また、ＲＡＭアクセス
が禁止状態にされ、出力ポートがクリアされる。さらに、遊技制御処理を実行するための
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タイマ割込が禁止状態に設定される。
【０１４２】
　また、電源断信号がＯＦＦ状態になった場合には、図５のステップＳ１に戻る。その場
合、電源断検出時処理が実行されたことを示すデータがバックアップＲＡＭにストアされ
ているので、バックアップＲＡＭにストアされているデータが正常であれば復旧処理（ス
テップＳ１１）が実行される。よって、電源断検出時処理を実行した後に弾球遊技機１へ
の電力供給が再開されたときには、遊技の進行を制御する状態に戻る。従って、瞬間的に
電圧が低下する電源瞬断等が生じても、遊技制御処理が停止してしまうようなことはなく
、自動的に遊技制御処理が実行される。
【０１４３】
　図１４は、主基板３１に搭載されるＣＰＵ５６が実行する特別図柄プロセス処理（ステ
ップＳ２６）のプログラムの一例を示すフローチャートである。上述したように、特別図
柄プロセス処理では遊技状態に応じて特別図柄表示器１１、表示部９、特別可変入賞装置
２０、等を所定の順序で制御する処理が実行される。ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処
理を行う際に、遊技盤６に設けられている始動入賞口１４に遊技球が入賞したことを検出
するための始動口スイッチ６２がオンしていたら、すなわち遊技球が始動入賞口１４に入
賞する始動入賞が発生していたら（ステップＳ３１１）、始動口スイッチ通過処理（ステ
ップＳ３１２）を行った後に、内部状態に応じて、ステップＳ３００～Ｓ３０７のうちの
いずれかの処理を行う。
【０１４４】
　特別図柄通常処理（ステップＳ３００）：特別図柄の可変表示を開始できる状態になる
のを待つ。ＣＰＵ５６は、特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、始動記憶バッ
ファに記憶される数値データの記憶数（始動記憶数）を確認する。始動記憶バッファに記
憶される数値データの記憶数は始動記憶カウンタのカウント値により確認できる。そして
、始動記憶カウンタのカウント値が０でなければ、特別図柄の可変表示の結果、当りとす
るか否か（特定表示結果とするか否か）を決定する。具体的には、始動記憶バッファのう
ち１番目の領域に保存される大当り判定用乱数と設定値に応じた大当り判定値とが一致す
るか否かを判定し、一致するときに当りとする旨の判定を行う。なお、始動記憶バッファ
は、１番目の領域から４番目の領域までの４つの領域を有し、大当り判定用乱数を１番目
の領域から順に格納する。そして、特別図柄の可変表示を開始するときに１番目の領域に
格納している大当り判定用乱数を読み出すとともに、ｎ番目の領域に保存される大当り判
定用乱数をｎ－１番目の領域にシフトする（例えば、２番目の領域に保存される大当り判
定用乱数を１番目の領域にシフトする）。当りとする場合には大当りフラグをセットする
。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０１に移行するように更
新する。
【０１４５】
　特別図柄停止図柄設定処理（ステップＳ３０１）：可変表示後の特別図柄の停止図柄を
決定する。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０２に移行する
ように更新する。なお、特別図柄の停止図柄は当りとなるときには「０」～「１１」の識
別情報のうちいずれかに決定される。具体的には、大当り図柄決定用乱数にもとづいて特
別図柄の大当り図柄（当りとなるときの特別図柄の停止図柄）を決定する。また、上述し
たように大当り図柄決定用乱数と確変判定値とが一致するか否か確認し、一致する場合に
大当り図柄が確変図柄となる旨の判定をし、大当り遊技状態終了後に確変状態に制御する
一方、大当り図柄決定用乱数と確変判定値とが一致するか否か確認し、一致しない場合に
大当り図柄が確変図柄とは異なる非確変図柄になる旨の判定をし、大当り遊技状態終了後
に通常遊技状態に制御する。すなわち、特別図柄の大当り図柄を決定することにより大当
り遊技状態終了後に特別図柄表示器１１にて可変表示される特別図柄の表示結果が大当り
図柄（特定表示結果）となる確率が高い確変状態と通常遊技状態とのいずれの遊技状態に
制御するかを決定している。また、特別図柄の停止図柄をはずれとするときには、特別図
柄の停止図柄を「０」～「１１」以外に決定する。この実施の形態では、特別図柄の停止
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図柄をはずれとするときには、特別図柄の停止図柄として「－」に決定する。
【０１４６】
　変動パターン設定処理（ステップＳ３０２）：特別図柄の可変表示の変動パターン（可
変表示データ）を、始動入賞発生時に抽出した変動パターン決定用乱数の値に応じて予め
定められた複数種類の変動パターン（可変表示データ）の中から１つの変動パターンを選
択する。変動パターンには変動態様と、該変動態様を実行する時間（変動時間）と、を特
定する情報が含まれている。また、決定された変動パターンにもとづいて、特別図柄表示
器１１にて特別図柄の可変表示を行って表示結果を導出するまでの可変表示時間（変動時
間）を特別図柄プロセスタイマにセットした後、特別図柄プロセスタイマをスタートさせ
る。このとき、特別図柄表示器１１にて特別図柄の可変表示を開始するとともに、表示制
御基板８０に対して、特別図柄の停止図柄を指令する情報（特別図柄指定コマンド）と、
変動時間を含む変動態様（変動パターン）を指令する情報（変動パターンコマンド）と、
が送信される。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０３に移行
するように更新する。
【０１４７】
　特別図柄変動処理（ステップＳ３０３）：変動パターン設定処理で選択された変動パタ
ーンの変動時間が経過（ステップＳ３０２でセットされた特別図柄プロセスタイマがタイ
ムアウト）すると、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０４に移行する
ように更新する。
【０１４８】
　特別図柄停止処理（ステップＳ３０４）：特別図柄表示器１１において可変表示される
特別図柄を停止表示させるとともに、表示部９において可変表示される飾り図柄９ａ～９
ｃが停止されるように制御する。具体的には、特別図柄の変動表示を停止させることを示
す演出制御コマンド（特別図柄停止コマンド）が送信される状態に設定する。そして、大
当りフラグがセットされている場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステッ
プＳ３０５に移行するように更新する。そうでない場合には、内部状態をステップＳ３０
０に移行するように更新する。
【０１４９】
　大入賞口開放前処理（ステップＳ３０５）：大入賞口を開放する制御を開始する。具体
的には、カウンタやフラグを初期化するとともに、ソレノイド７２を駆動して特別可変入
賞装置２０を開状態とすることで大入賞口を開放する。また、プロセスタイマによって大
入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップ
Ｓ３０６に移行するように更新する。
【０１５０】
　大入賞口開放中処理（ステップＳ３０６）：大当り遊技状態中のラウンド表示の演出制
御コマンドを表示制御基板８０に送出する制御や大入賞口の閉成条件の成立を確認する処
理等を行う。最後の大入賞口の閉成条件が成立したら、大入賞口内に設けられたＶ入賞ス
イッチ６４の通過の有無を監視して、大当り遊技状態継続条件の成立を確認する処理を行
う。大当り遊技状態継続の条件が成立し、且つ、まだ残りラウンドがある場合には、内部
状態をステップＳ３０５に移行するように更新する。また、所定の有効時間内に大当り遊
技状態継続条件が成立しなかった場合、または、全てのラウンドを終えた場合には、内部
状態をステップＳ３０７に移行するように更新する。
【０１５１】
　大当り終了処理（ステップＳ３０７）：大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知
する表示制御を演出制御手段に行わせるための制御を行う。そして、内部状態をステップ
Ｓ３００に移行するように更新する。
【０１５２】
　図１５は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理（ステップＳ３００）を示
すフローチャートである。特別図柄通常処理において、ＣＰＵ５６は、特別図柄の変動表
示を開始することができる状態（例えば特別図柄プロセスフラグの値がステップＳ３００
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を示す値となっている場合）であれば（ステップＳ５１）、始動記憶数の値を確認する（
ステップＳ５２）。具体的には、始動記憶カウンタのカウント値を確認する。なお、特別
図柄プロセスフラグの値がステップＳ３００を示す値となっている場合とは、特別図柄表
示器１１において特別図柄の変動表示がなされていず、かつ、特別図柄表示器１１に大当
り図柄が導出表示されたことにもとづく大当り遊技状態が実行中でもない場合である。
【０１５３】
　ステップＳ５２にて始動記憶数が０でなければ、ＲＡＭ５５の始動記憶バッファにおけ
る始動記憶数＝１に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してＲＡＭ５５
の乱数バッファ領域に格納するとともに（ステップＳ５３）、始動記憶数の値を１減らし
（始動記憶カウンタのカウント値を１減算し）、かつ、各保存領域の内容をシフトする（
ステップＳ５４）。すなわち、ＲＡＭ５５の始動記憶バッファにおいて始動記憶数＝ｎ（
ｎ＝２，３，４）に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、始動記憶数＝ｎ－１
に対応する保存領域に格納する。よって、各始動記憶数に対応するそれぞれの保存領域に
格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、始動記憶数＝１，２，３，４の順番
と一致するようになっている。すなわち、この例では、可変表示の開始条件が成立する毎
に、各保存領域の内容をシフトする構成としているので、各乱数値が抽出された順番を特
定することができる。
【０１５４】
　次いで、ＣＰＵ５６は、乱数格納バッファから大当り判定用乱数を読み出し（ステップ
Ｓ５５）、大当り判定処理サブルーチンを実行する（ステップＳ５６）。大当りとするこ
とに決定した場合には（ステップＳ５７）、ＣＰＵ５６は、大当りフラグをセットする（
ステップＳ５８）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄停止図柄設定処理（
ステップＳ３０１）に対応した値に更新する（ステップＳ５９）。
【０１５５】
　図１６は、大当り判定処理（ステップＳ５６）を示すフローチャートである。大当り判
定処理において、ＣＰＵ５６は、まず、設定スイッチ９０の操作にもとづいてＲＡＭ５５
に記憶された弾球遊技機１の設定値を読み出す（ステップＳ２５１）。そして、読み出し
た弾球遊技機１の設定値が正常な値であるか否か、すなわち、この実施の形態では、設定
値が「設定１」～「設定３」のいずれかに設定されるため、弾球遊技機１の設定値が「設
定１」～「設定３」のいずれかであるかを確認する（ステップＳ２５２）。
【０１５６】
　なお、この実施の形態では、ステップＳ２５２で弾球遊技機１の設定値が正常な値であ
るか否かを確認するが、弾球遊技機１の確率設定に関わる異常を検出するものであれば、
これに限られるものではない。例えば、大当り確率等が正常な範囲内（この実施の形態で
は、低確率状態（通常状態、時短状態等）において大当り確率が５００分の２から５００
分の４の範囲内、高確率状態（確変状態）において大当り確率が５００分の１０から５０
０分の２０の範囲内）であるかを確認するようにしてもよいし、大当り判定値等の個数が
正常な範囲内（この実施の形態では、低確率状態において大当り判定値の個数が２～４の
範囲内、高確率状態において大当り判定値の個数が１０～２０の範囲内）であるかを確認
するようにしてもよい。
【０１５７】
　ステップＳ２５２で弾球遊技機１の設定値が正常な値であると判定された場合には、ス
テップＳ２５６以降の処理を行う。一方、ステップＳ２５２で弾球遊技機１の設定値が正
常な値ではないと判定された場合には、表示部９にてエラー状態が発生した旨を報知する
エラー表示の実行を指示するエラー表示コマンドを表示制御基板８０に送信する（ステッ
プＳ２５３）。そして、設定スイッチ９０からの操作信号が入力されたことにもとづいて
（ステップＳ２５４にてＹＥＳ）、上述した設定変更処理を実行する（ステップＳ２５５
）。
【０１５８】
　以上の処理によりＣＰＵ５６は、ステップＳ２５１で読み出した弾球遊技機１の設定値
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またはステップＳ２５５で再設定されてＲＡＭ５５に記憶された弾球遊技機１の設定値に
応じた大当り判定テーブルを使用することに決定する。次いで、ＣＰＵ５６は、現在の遊
技状態が確変状態であることを示す確変状態フラグがセットされているか確認する（ステ
ップＳ２５７）。すなわち、そのときの遊技機の遊技状態が確変状態であるか否か判定す
る。確変状態フラグがセットされていれば、すなわち、確変状態であれば、ステップＳ２
５６で決定された大当り判定テーブルのうち高確率時のテーブルを使用することに決定す
る（ステップＳ２５８）。確変状態でなければ、ステップＳ２５６で決定された大当り判
定テーブルのうち低確率時のテーブルを使用することに決定する（ステップＳ２５９）。
【０１５９】
　そして、抽出されている大当り判定用乱数の値に合致する値がステップＳ２５８または
ステップＳ２５９で決定した大当り判定テーブル中にあるか判定し（ステップＳ２６０）
、合致する値があれば（ステップＳ２６１）、大当りとすることにし（ステップＳ２６２
）、合致する値がなければ大当りとしないことに決定する（ステップＳ２６３）。
【０１６０】
　このように、ステップＳ２５２で弾球遊技機１の設定値が異常であると判定されたとき
には、ステップＳ２５４で設定スイッチ９０の操作信号の入力を監視するループ処理を実
行して以降の処理の実行を停止させるエラー状態に制御し、ステップＳ２５４で設定スイ
ッチ９０が操作されたことにもとづいて設定スイッチ９０からの操作信号が主基板３１に
入力されたときにステップＳ２５５で設定変更処理を実行した後にステップＳ２５６以降
の処理を実行可能な状態、すなわち、エラー状態を解除した状態に制御する。換言すると
、ＲＡＭ５５に保存される弾球遊技機１の設定値が異常であれば、弾球遊技機１における
遊技の進行を停止させるエラー状態に制御するとともに、弾球遊技機１の設定値を変更す
る処理を実行し、弾球遊技機１の設定値を変更する処理を手動操作で実行した後にエラー
状態を解除させるため、不正等により設定値が変更された場合であっても当該不正により
特定の利益を与えることを防止できる。
【０１６１】
　図１７は、この実施の形態で用いられる変動パターンの一例を示す説明図である。図１
７において、「ＥＸＴ」とは、「ＭＯＤＥ」と「ＥＸＴ」との２バイト構成の演出制御コ
マンドにおける２バイト目のＥＸＴデータを示す。この実施の形態では、表示制御基板８
０に送信する演出制御コマンドは、主基板３１に搭載されるＲＯＭ５４に格納される「Ｍ
ＯＤＥ」と「ＥＸＴ」とからなる２バイト構成のデータであり、１バイト目はＭＯＤＥ（
コマンドの分類）を表し、２バイト目はＥＸＴ（コマンドの種類）を表す。なお、そのよ
うなコマンド形態は一例であって他のコマンド形態を用いてもよい。例えば、１バイトや
３バイト以上で構成される制御コマンドを用いてもよい。
【０１６２】
　また、「時間」は特別図柄（および飾り図柄９ａ～９ｃ）の変動時間（識別情報の可変
表示時間）を示す。この例では、特別図柄の各変動パターンは、大当りとするか否か、表
示部９にて飾り図柄９ａ～９ｃをリーチとするか否か、表示部９にて飾り図柄９ａ～９ｃ
をリーチとする場合のリーチ表示態様、など各種の演出態様の違いに応じて複数種類用意
されている。
【０１６３】
　なお、「通常変動」とは、飾り図柄９ａ～９ｃのリーチ表示態様を伴わない変動パター
ンである。「ノーマルリーチ」とは、飾り図柄９ａ～９ｃのリーチ表示態様を伴うが表示
結果（停止図柄）が大当りを生じさせるものとならない（非特定表示結果）変動パターン
である。「リーチＡ」は、「ノーマルリーチ」とは異なる飾り図柄９ａ～９ｃのリーチ表
示態様を持つ変動パターンである。また、飾り図柄９ａ～９ｃのリーチ表示態様が異なる
とは、飾り図柄９ａ～９ｃがリーチ表示態様となった後のリーチ変動時間において異なっ
た態様の変動態様（速度や回転方向等）やキャラクタ等が現れることをいう。例えば、「
ノーマルリーチ」では単に１種類の変動態様によって飾り図柄９ａ～９ｃのリーチ表示態
様が実現されるのに対して、「リーチＡ」では、変動速度や変動方向が異なる複数の変動
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態様を含む飾り図柄９ａ～９ｃのリーチ表示態様が実現される。
【０１６４】
　また、「リーチＢ」は、「ノーマルリーチ」および「リーチＡ」とは異なる飾り図柄９
ａ～９ｃのリーチ表示態様を持つ変動パターンであり、また、「リーチＣ」は、「ノーマ
ルリーチ」、「リーチＡ」および「リーチＢ」とは異なる飾り図柄９ａ～９ｃのリーチ表
示態様を持つ変動パターンである。また、「短縮変動」とは、「通常変動」と同様に飾り
図柄９ａ～９ｃのリーチ表示態様を伴わない変動パターンであるが、変動時間が短い（こ
の実施の形態では、１秒）変動パターンである。なお、「短縮変動」は、確変状態および
時短状態にて大当り遊技状態を発生させないと判定され、かつ、リーチ表示態様を伴わな
いと判定されたときに実行される変動パターンである。そのため、確変状態および時短状
態では、通常遊技状態に比べて特別図柄表示器１１における特別図柄の変動時間が短くな
る。
【０１６５】
　また、この実施の形態では、高確率時（確変状態）でも低確率時（非確変状態＝通常遊
技状態および時短状態）でも変動パターン１～１０の変動パターンが用いられるが、高確
率時には変動パターン２～９のそれぞれの変動時間を短くするようにしてもよい。また、
高確率時に用いられる変動パターン群（使用されうる複数の変動パターン）と低確率時に
用いられる変動パターン群とを別にしてもよい。
【０１６６】
　図１８は、遊技者の有利不利に関わる確率を示す複数の設定値に応じて設定される変動
パターンテーブルを示す説明図である。この実施の形態では、設定値毎に変動パターン決
定用乱数の判定値の振分けが異なる変動パターンテーブルが設けられている。具体的には
、「設定１」に対応して「変動パターンテーブル１」が、「設定２」に対応して「変動パ
ターンテーブル２」が、「設定３」に対応して「変動パターンテーブル３」が設けられて
いる。しかして、上述したように、設定スイッチ９０を操作して、弾球遊技機１の設定値
を変更することにより、設定値に応じた変動パターンテーブルを使用する変動パターンテ
ーブルとしてＲＡＭ５５の使用変動パターンテーブル種類設定領域に設定する。
【０１６７】
　そして、上述した変動パターン設定処理において使用変動パターンテーブル種類設定領
域に設定された種類の変動パターンテーブルと、変動パターン決定用乱数と、を比較し、
種類設定領域に設定された種類の変動パターンテーブルに予め定められた複数種類の変動
パターンのうち比較される変動パターン決定用乱数と同一の値を示す判定値が設定された
１つの変動パターンを選択する。なお、それぞれの設定値毎に設けられた各変動パターン
テーブルには、変動パターン決定用乱数と比較される判定値が、各変動パターンに対応し
て振り分けられた状態で設定される。図１８には、各変動パターンテーブルにて、各変動
パターンに対応して振り分けられた判定値の数が表されている。
【０１６８】
　なお、設定値毎に変動パターンテーブルを異ならせることなく、設定値に関わらず同一
の変動パターンテーブルを用いるようにしてもよいし、複数の設定値のうち複数の設定値
にて同一の変動パターンテーブルを用いるようにしてもよい。例えば、「設定１」および
「設定２」に設定されたときには同一の第１変動パターンテーブルを用い、「設定３」に
設定されたときには第１変動パターンテーブルとは異なる第２変動パターンテーブルを用
いるように構成してもよい。
【０１６９】
　以上、本実施形態では、弾球遊技機１にてバックアップＲＡＭ領域に現在の遊技状態、
確率設定（設定値）、等の情報をバックアップ（保存）し、バックアップＲＡＭ領域に保
存されるデータが異常であれば遊技の進行を停止するエラー状態に制御する。そして、エ
ラー状態では、手動操作で弾球遊技機１の確率設定（設定値）を変更する処理を実行した
後にエラー状態を解除させるため、不正等により設定値が変更された場合であっても当該
不正により特定の利益を与えることを防止できる。
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【０１７０】
　また、エラー状態では、設定スイッチ９０を手動で操作することにより遊技者の有利不
利に関わる確率として、大当り遊技状態を発生させるか否かを判定する際に用いられる確
率、上述した確変状態および／または時短状態に制御するか否かを判定する際に用いられ
る確率、等を設定し、その後、エラー状態が解除されるため、遊技者の公平性を図ること
ができる。
【０１７１】
　また、弾球遊技機１への電力の供給が開始されたときにバックアップＲＡＭ領域に遊技
状態、確率設定（設定値）、等の情報がバックアップされていることを示す電源断フラグ
がセットされていれば、当該情報が異常であるか否か確認し、異常であれば手動操作で弾
球遊技機１の確率設定（設定値）を変更する処理を実行するまで遊技の進行を停止させる
ため、遊技者の有利不利に関わる確率の設定値が自動的に設定されて遊技が開始されてし
まうことを防止でき、遊技者の公平性を図ることができる。また、弾球遊技機１への電力
の供給が開始されたときに電源断フラグがセットされていなければ、バックアップＲＡＭ
領域にバックアップされる情報が異常であるか確認しないため、処理負担を軽減できる。
【０１７２】
　また、設定スイッチ９０を操作して遊技者の有利不利に関わる確率としての設定値を変
更する場合には、一旦ＲＡＭ５５をクリアした後に変更した設定値を設定する。この実施
の形態では、弾球遊技機１への電力の供給が開始されたときに電源断フラグがセットされ
ているか否かおよびバックアップされている情報が異常であるか否かを確認する以前に設
定スイッチ９０からの操作信号が入力されているか否かを確認するため、設定値を変更す
る場合に不必要な処理を行うことがない。
【０１７３】
　なお、この実施の形態では、ＲＡＭ５５のバックアップＲＡＭ領域に遊技状態、確率設
定（設定値）、等の情報をバックアップ（保存）するが、弾球遊技機１への電力供給が停
止しても所定期間は情報を保存するものであれば保存する手段はこれに限られるものでは
ない。例えば、主基板３１にＲＡＭ５５とは別にＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）を備える構成とし、ＥＰＲＯ
Ｍにバックアップするようにしてもよい。さらに、この実施の形態では、弾球遊技機１へ
の電力供給が停止したときにＲＡＭ５５に電源断フラグを記憶するように構成されるが、
弾球遊技機１への電力供給が停止しても所定期間は電源断フラグを記憶可能なものであれ
ば記憶手段はこれに限られるものではない。例えば、主基板３１にＲＡＭ５５とは別個に
設けられたＥＰＲＯＭに電源断フラグを記憶するようにしてもよい。
【０１７４】
　また、この実施の形態では、設定キー９１を設定スイッチ９０に差し込み、設定キー９
１を回動させることにより弾球遊技機１の設定値を変更可能となる例について示したが、
弾球遊技機１における遊技者の有利不利に関わる確率の設定値を変更する手段はこれに限
られるものではない。例えば、主基板３１に弾球遊技機１の設定値を変更設定可能なロー
タリースイッチを設け、解除キーを操作したことにもとづいてロータリースイッチを回動
可能な状態にした後、ロータリースイッチを回動させて弾球遊技機１の設定値を変更する
ようにしてもよいし、主基板３１に弾球遊技機１の設定値を変更設定可能なディップスイ
ッチを設け、解除キーを操作したときにディップスイッチを操作可能な状態にして、ディ
ップスイッチを操作することにより弾球遊技機１の設定値を変更するようにしてもよい。
なお、弾球遊技機１の設定値を変更する設定変更手段（例えば、ロータリースイッチ、デ
ィップスイッチ、等）と、設定変更手段の操作を規制する規制手段と、を別個に設けるよ
うに構成してもよく、規制解除手段（解除キー等）により規制手段による設定変更手段の
規制が解除したときに設定変更手段により弾球遊技機１の設定値を変更可能となるように
構成してもよい。また、設定変更手段を主基板とは別に設け、設定変更手段と主基板とを
信号線により接続し、設定変更手段が操作されたときに信号線から操作信号を主基板に出
力するようにしてもよい。
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【０１７５】
　また、本発明は、スロットマシン（回動式遊技機）においても適用可能である。なお、
スロットマシンにて遊技者の有利不利に関わる確率の設定値を変更する場合には、主基板
と別個に設けられるとともに主基板と信号線にて接続された設定変更手段（例えば、設定
変更装置）を操作することにより主基板に変更後の設定値に関する情報を出力する。また
、設定変更手段は、通常、操作を受け付けない規制状態とされ、規制解除手段（例えば、
解除キー）を操作する（例えば、設定変更装置の錠に解除キーを差し込んで回動する）こ
とにより操作を受け付ける規制解除状態とされる。そして、規制解除状態にて、設定変更
手段を操作する（例えば、設定変更装置の設定変更ボタンを操作する）ことで設定値を切
り換え、所望の設定値に切り換えたときに設定決定手段（例えば、操作レバー）を操作す
ることで設定変更手段から主基板に変更後の設定値に関する情報を出力し、入力された設
定値に関する情報にもとづいて主基板に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータによ
りスロットマシンの設定値を設定する（例えば、ＲＡＭに記憶する）ように構成される。
この場合には、設定変更手段を操作するとき（例えば、設定変更装置の設定変更ボタンを
操作するとき）に表示器（例えば、払出数を表示する表示器、残りの遊技媒体数を示すク
レジット表示器、等）に切り換えた設定値を表示するようにしてもよい。このように構成
することにより表示器に表示される設定値を見ながら設定変更装置を操作でき、所望の設
定値に確実に変更できる。
【０１７６】
　また、この実施の形態では、弾球遊技機に適用した例を示したが、本発明は、スロット
マシン（回動式遊技機）、パロット等にも適用可能である。
【０１７７】
　また、この実施の形態では、主基板３１に設定スイッチ９０を設置する構成としている
が、主基板３１に設置しなくてもよい。例えば、主基板３１とは異なる位置に設定スイッ
チを設け、設定スイッチと主基板とを繋ぐ信号線を設けることで、設定スイッチからの信
号を主基板に入力するように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１７８】
【図１】本実施形態に係る弾球遊技機を正面から見た正面図である。
【図２】本実施形態に係る弾球遊技機を背面から見た背面図である。
【図３】設定スイッチおよび設定キーの一例を示す正面図である。
【図４】本実施形態に係る弾球遊技機の回路構成の概要を表したブロック図である。
【図５】主基板に搭載されるＣＰＵが実行するメイン処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図６】復旧処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】初期設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】各乱数の一例を示す説明図である。
【図９】設定テーブルの一例を示す説明図である。
【図１０】設定変更処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】２ｍｓタイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】バックアップ処理の一例を示すフローチャートである。
【図１３】電源断検出時処理の一例を示すフローチャートである。
【図１４】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図１５】特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。
【図１６】大当り判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１７】変動パターンの一例を示す説明図である。
【図１８】変動パターンテーブルの一例を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１７９】
　１　　　　弾球遊技機
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　８　　　　可変表示装置
　９　　　　表示部
　１１　　　特別図柄表示器
　１４　　　始動入賞口
　１５　　　可変入賞装置
　３１　　　主基板
　３７　　　払出制御基板
　５３　　　基本回路
　５５　　　ＲＡＭ
　５６　　　ＣＰＵ
　７０　　　音声出力基板
　３５　　　ランプドライバ基板
　８０　　　表示制御基板
　９０　　　設定スイッチ
　９１　　　設定キー

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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